
 

 

 

 

 

 

 

泊発電所３号機 

緊急時対策所について 

補足説明資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年９月１２日 

北海道電力株式会社 

枠囲みの内容は核物質防護情報に属しますので公開できません。 

 



目  次 

 

 

１．緊急時対策所について 

 1-1 空気浄化フィルタの除去効率及び有効期間について･････････････････ 1 

 1-2 換気設備等使用時の酸素及び炭酸ガス濃度並びにボンベ容量について･ 3 

 1-3 緊急時対策所の正圧維持について･････････････････････････････････ 14 

 1-4 緊急時対策所の換気設備等の具体的な運用方法･････････････････････ 20 

 1-5 緊急時対策所の設置の考え方･････････････････････････････････････ 25 

 1-6 緊急時対策所の要員数とその運用について･････････････････････････ 27 

 1-7 要員の参集について･････････････････････････････････････････････ 32 

1-8 緊急時対策所への参集要員の動線について･････････････････････････ 34 

 1-9 緊急時対策所の電源について･････････････････････････････････････ 42 

 1-10 配備する資機材等について･･･････････････････････････････････････ 45 

1-11 緊急時対策所に配備する放管資機材等の保管数量の余裕の考え方･････ 47 

 1-12 サーベイメータ配備数の根拠について･････････････････････････････ 48 

 1-13 酸素濃度計の仕様について･･･････････････････････････････････････ 51 

 1-14 チェンジングエリアの概要について･･･････････････････････････････ 52 

 

２．緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価について 

 2-1 緊急時対策所居住性に係る被ばく評価※１の適合状況････････････････ 56 

 2-2 着目方位の決定方法･････････････････････････････････････････････ 76 

 2-3 対策要員の交替時における被ばく線量について･････････････････････ 78 

 2-4 緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価条件について･･･････････････ 79 

2-5 高燃焼度燃料及び MOX燃料に対する NUREG-1465の適用性について････ 93 

2-6 中央制御室の空気流入率について･････････････････････････････････ 98 

2-7 地表面への沈着評価について･････････････････････････････････････ 100 

2-8 希ガス放出継続時間について･････････････････････････････････････ 104 

2-9 希ガス放出継続時間の妥当性について･････････････････････････････ 108 

 2-10 気象条件の代表性の検討について･････････････････････････････････ 110 

 2-11 建屋内拡散について･････････････････････････････････････････････ 113 

 2-12 建屋内拡散における各区画の濃度変化について･････････････････････ 119 

 2-13 建屋内拡散低減率を用いた中央制御室隣接区画の放射能濃度算出式･･･ 124 

2-14 建屋内拡散におけるよう素と希ガスの放射能濃度低減率の違いについて 126 

2-15 マスクによる防護係数について････････････････････････････････････ 127 

2-16 電離放射線障害防止規則で要求される防護係数について･･････････････ 131 

※１：「実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する

審査ガイド」 



1 

 

１．緊急時対策所について 

 1-1 空気浄化フィルタの除去効率及び有効期間について 

 

１．除去性能及び使用期間 

(1) 緊急時対策所空気浄化フィルタユニットは、微粒子フィルタとよう素フィルタを直

列に配列し、所定の除去効率を得るよう計画する。本フィルタユニットは 100％容量の

もの１系統を設置するが、加えて予備１系統を保有する。本フィルタユニットの使用

時には予備機のラインアップもあらかじめ行い、異常時に速やかな予備機への切り替

えが可能となるようにする。 

可搬型緊急時対策所空気浄化フィルタユニットの除去効率 

種 類 － 微粒子フィルタ よう素フィルタ 

効率 
単体除去効率 % 99.97%以上（0.15μm粒子） 95%以上 

総合除去効率 % 99%以上（0.7μm粒子） 95%以上 

 

参考として、泊 3 号機の中央制御室非常用循環フィルタユニットにおける各除去効

率の使用前検査記録値を下表に示す。 

泊 3号機 中央制御室非常用循環フィルタユニットの除去効率 

種 類 － 微粒子フィルタ よう素フィルタ 

効率 

単体除去効率 % 99.974%※１ 
99.99%（放射性よう素） 

99.56%（放射性よう化メチル） 

総合除去効率 % 99.99%※１ 
99.97%（放射性よう素） 

99.54%（放射性よう化メチル） 

※１：微粒子フィルタの除去効率は、単体は JIS規格適合性確認を目的として 0.15μm

の試験用粒子を、また総合はフィルタユニット全体の除去性能確認を目的として

0.7μmの試験用粒子を用いて検査を行っているため、総合除去効率のほうが高い

値となっている。 

 (2) 除去性能（効率）については、以下の性能検査を定期的に実施し、確認する。 

  ・微粒子フィルタ単体除去効率（メーカ工場での初期性能確認） 

・よう素フィルタ単体除去効率（１サイクル毎の確性試験による性能確認） 

  ・フィルタ取付／交換時の漏えい率検査結果に基づく総合除去効率 

 

(3) 格納容器破損による放射性物質の想定放出量のうち緊急時対策所への影響量（よう

素＜0.04×10-3g、放射性微粒子＜13×10-3g）に対し、可搬型緊急時対策所空気浄化フ

ィルタユニットは十分な吸着能力（よう素 150g、放射性微粒子 700g）がある。 
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(4) 微粒子フィルタの取替基準は、差圧 498Pa であるが、本フィルタは中央制御室内に

設置するため目詰まりは尐ないと考えられる。よって、プルーム通過中の使用に加え

て、その後の長期間の使用が可能である。 

放射性物質の想定放出量とフィルタユニットの吸着能力 

 想定放出量※１ フィルタユニットの吸着能力 

よう素 ＜0.04×10-3g 150g 

放射性微粒子 ＜13×10-3g 700g 

※１：核分裂生成物の想定放出量のうち緊急時対策所への影響量である。約 3.2TONの

炉心内核分裂生成物（安定同位体含む）の一部が、被ばく評価の条件に基づき、

中央制御室内の可搬型緊急時対策所空気浄化フィルタユニットに到達する量と

して求めた値である。炉心内核分裂生成物の核種ごとの内訳を下表に示す。 

 

 炉心内核分裂生成物の核種ごとの内訳 
核種 炉心内核分裂生成物質量（kg） 

よう素 2.0E+01 

Cs 3.0E+02 

Te 5.0E+01 

Ba 2.1E+02 

Ru 6.9E+02 

Ce 9.4E+02 

La 1.0E+03 

合計 3.2E+03 

出典 ORIGEN2解析値 

（55G 1/4MOX 炉心） 
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 1-2 換気設備等使用時の酸素及び炭酸ガス濃度並びにボンベ容量について 

 

１．概要 

本資料は、緊急時対策所における換気設備等使用時の酸素及び炭酸ガス濃度並びに空

気ボンベ容量について評価を行った結果をまとめたものである。 

 

２．評価条件 

評価に用いる前提条件は以下の通りとする。 

・緊急時対策所内想定収容人数：86人 

・緊急時対策所バウンダリ内体積：1,065m3 

・中央制御室バウンダリ内体積：3,500m3 

・許容酸素濃度：18％以上（労働安全衛生規則） 

・許容炭酸ガス濃度：1.5%以下（労働安全衛生規則） 

・酸素消費量：1.25ℓ/min/人（「空気調和・衛生工学便覧」の作業強度分類の「中く

らい」の作業強度に対する酸素消費量の中央値） 

・呼吸による炭酸ガス排出量：0.030m3/h/人(「空気調和・衛生工学便覧」の労働強度

別 CO2吐出し量の「軽作業」の作業程度に対する CO2吐出し量の値) 

 

３．空気ボンベ加圧時の評価 

（１）状 況 

空気ボンベは、希ガスを含む放射性物質が原子炉格納容器（以降、「Ｃ／Ⅴ」という）

から放出された場合において、よう素フィルタでは除去できない希ガスの緊急時対策所

内への流入を防ぐために設置する。 

希ガス放出の間（１時間）、外気との意図しない交差流れが生じることのないよう空

気ボンベにより緊急時対策所内を微正圧に維持することにより、希ガスの緊急時対策所

内への流入を防止する。 

 

（２）酸素濃度 

「空気調和・衛生工学便覧 第 13版 第 5編 空気調和設備設計」（以下、「空気調

和・衛生工学便覧」という。）に基づき、酸素濃度について評価する。 

 

ａ．評価条件 

・空気ボンベから緊急時対策所内へ供給される酸素については考慮せず、緊急時対

策所内の酸素が収容要員により消費されるのみとして保守的に評価 

・初期酸素濃度 20.95％（「空気調和・衛生工学便覧」の成人の呼吸気・肺胞気の

組成の値を使用） 
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・評価期間：1時間 

ｂ．評価結果 

・緊急時対策所の酸素量 223,117ℓ＝1,065,000ℓ×20.95％ 

・1時間後の酸素濃度 20.34％ 

＝(223,117(ℓ)-1.25(ℓ/min/人)×86(人)×60(min/h)×1(ｈ))/1,065,000(ℓ) 

 

上記評価の結果、酸素濃度は下表のとおりとなり、外部からの空気供給が 1 時間遮断

されたままでも、緊急時対策所にとどまる収容要員の作業環境に影響を与えない。 

空気ボンベ加圧時（１時間後）の酸素濃度 

時間 1時間 

酸素濃度 20.34％ 

 

（３）炭酸ガス濃度 

「原子力発電所中央制御室運転員の事故時被ばくに関する規程（JEAC4622-2009）」に

準じて、炭酸ガス濃度について評価する。 

なお、炭酸ガス濃度評価は保守的に十分時間が経過した後の平衡濃度で評価を行うが、

緊急時対策所を密閉空間とした場合は著しく濃度が上昇してしまうため、それを防止す

べく空気ボンベから供給される空気によって、炭酸ガス濃度を 0.5％以下とするために必

要な最低空気流入率を評価する。 

 

ａ．評価条件 

・空気ボンベからの空気流入を考慮する。 

・空気ボンベ内炭酸ガス濃度：0.03％ 

・炭酸ガス濃度：0.5％（最低空気流入率評価上の目標値） 

ｂ．評価結果 

・炭酸ガス濃度と最低必要空気流入率 

C∞＝C０＋M/(NV) 

C∞＜0.005 

∴ 0.0003＋M/(NV)＜0.005 

∴N＞6.4×H/V  

 C０：空気ボンベ内炭酸ガス濃度(％) 

 M：室内発生炭酸ガス量(m3/ｈ) 

N：最低必要空気流入率(回/ｈ) 

V：緊急時対策所バウンダリ内体積(m3) 

H：緊急時対策所内収容人数 

・N＞6.4×86(人)/1,065(m3) 
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N＞0.517(回/ｈ) 

 

C∞＝0.03％＋(0.030(m3/ｈ/人)×86(人))/(0.517(回/ｈ)×1,065(m3))＜0.005 

C∞＝0.00499＜0.005 

 

上記評価条件から求めた結果、炭酸ガス濃度を 0.5%未満とするための最低必空気流入

率は 0.517回/ｈとなり、その際の炭酸ガス濃度は 0.499％となる。 

 

（４）必要空気ボンベ数 

ａ．評価条件 

・ボンベ使用可能量：5.05m3/本（実容量 7m3/本に対し、外気温度-１９℃での容量で保

守的に評価） 

・評価期間：1時間 

ｂ．評価結果 

・1 時間の必要換気量(m3)＝最低必要空気流入率(回/ｈ)×１時間(ｈ)×緊急時対策所

バウンダリ容積(m3) 

551m3＝0.517(回/ｈ)×1(ｈ)×1,065(m3) 

・1時間の必要ボンベ数 110本＝551(m3)/5.05(m3/本) 

 

上記評価結果から求めた必要ボンベ数は、下表のとおりである。なお、実際に用意す

る空気ボンベ数は２５０本を計画する。 

1時間の加圧に必要な空気ボンベ数 

時間 1時間 

必要ボンベ数 110本 

 

４．可搬型空気浄化装置使用時の評価 

（１）状 況 

可搬型空気浄化装置は、空気ボンベによる加圧空気の供給停止後、浄化された中央制

御室内の空気を緊急時対策所へ供給するために設置する。この際、中央制御室換気空調

系統は事故時閉回路循環で外気取込みなしとなるため、緊急時対策所全体の酸素濃度及

び炭酸ガス濃度について評価を行う。 

 

（２）酸素濃度 

「空気調和・衛生工学便覧」に基づき、酸素濃度について評価した。 

ａ．評価条件 

・緊急時対策所には、可搬型緊急時対策所空気浄化ファン（以下、「空気浄化ファン」
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という）により中央制御室内の空気が連続的に取り込まれるため、緊急時対策所

と中央制御室を一体空間として評価 

・実際の中央制御室には空気流入率測定試験に基づくインリーク空気があることに

加え、空気浄化ファンの運転に伴う中央制御室外からの追加取り込み空気が存在

するが、それら空気により持ち込まれる酸素は考慮しないものとして保守的に評

価 

・初期酸素濃度：20.34%（中央制御室側の酸素濃度は、要員がいないことから 20.95%

近傍と考えられるが、２．（２）項の空気ボンベ加圧 1時間後における緊急時対策

所内の酸素濃度を保守的に使用） 

・評価期間：9時間 

ｂ．評価結果 

・緊急時対策所及び中央制御室の酸素量 928,521ℓ＝4,565,000ℓ×20.34% 

・9時間後の酸素濃度 19.06% 

＝(928,521(ℓ)－1.25(ℓ/min/人)×86(人)×60(min/h)×9(h))/4,565,000(ℓ) 

 

上記評価の結果、酸素濃度は下表のとおりとなり、中央制御室が９時間の間、事故時

閉回路循環運転にて外気を取入れないままでも、緊急時対策所にとどまる収容要員の作

業環境に影響を与えない。 

可搬型空気浄化装置使用時（９時間後）の酸素濃度 

時間 ９時間 

酸素濃度 19.06% 

 

（３）炭酸ガス濃度 

「原子力発電所中央制御室運転員の事故時被ばくに関する規程(JEAC4622-2009)」に準

じて、炭酸ガス濃度について評価する。 

ａ．評価条件 

・緊急時対策所には、空気浄化ファンにより中央制御室内の空気を連続的に取り込

まれるため、緊急時対策所と中央制御室を一体の空間として評価 

・実際の中央制御室には空気浄化ファンの運転に伴う中央制御室外からの取り込み

空気が存在するが、考慮しないものとして保守的に評価 

・緊急時対策所外気炭酸ガス濃度：0.03% 

・空気流入率：0.06 回/h（１／２号機中央制御室空気流入率試験結果のうち保守的

に最低値を使用。詳細は添付参照） 

・被ばく評価上、事象発生３４時間以降（プルーム発生１０時間後）からは中央制

御室空調系統の外気取り込みを見込んでいるが、炭酸ガス濃度評価では継続して

外気取入れが無いものとして平衡状態の濃度により保守的に評価 



 

7 

 

ｂ．評価結果 

・平衡状態の炭酸ガス濃度 

Ｃ∞＝0.0003+M/(NV) 

M：室内発生炭酸ガス量 (m3/h) 

N：空気流入率 (回/h) 

V：緊急時対策所内+中央制御室バウンダリ内体積 (m3) 

・Ｃ∞＝0.03%+(0.030(㎥/h/人)×86(人))/(0.06(回/h)×4,565(m3)) 

Ｃ∞＝0.00972 

 

上記評価条件から求めた結果、空気浄化装置使用開始以降の平衡炭酸ガス濃度は

0.972%となり、中央制御室が事故時閉回路循環運転にて外気を取入れないままでも、緊

急時対策所にとどまる収容要員の作業環境に影響を与えない。 

 

５．実運用における緊急時対策所の作業環境について 

前項までの評価は、被ばく評価の条件である放射性物質放出開始後１０時間（希ガス

放出は初期の１時間）を想定した評価であるが、実運用としてこの想定を上回る事態に

対する換気設備等の適応能力を以下に示す。 

 

（１）空気ボンベ容量 

空気ボンベの容量は、３．（４）項のとおり１１０本の必要容量に対して２５０本の

配備を計画しており、およそ２．３時間の間、緊急時対策所の微正圧を維持できる。 

また、より長時間の空気ボンベ加圧運用が予想される場合は、所内が微正圧である

ことを確認しながら、所内の許容炭酸ガス濃度が 1.5%以下となるよう空気ボンベの流

量を調整することにより、最長でおよそ７．２時間の間（外気温度 20℃以上であれば

８．３時間以上）緊急時対策所の微正圧を維持できる。 

 

（２）酸素濃度 

空気浄化装置使用開始９時間後（プルーム通過後）の酸素濃度は、４．（２）項の通

り 19.06％と評価しているが、その後、許容濃度 18％に到達する時間は、使用開始か

らおよそ１６．５時間後である。 

しかし実際には、空気ボンベ加圧時には、緊急時対策所収容人員の酸素消費量に対

して約１８倍の酸素が空気ボンベから供給されている。 

また、空気浄化装置使用時においても、緊急時対策所及び中央制御室への空気流入

率試験に基づくインリーク空気及び空気浄化ファンの運転に伴う中央制御室外からの

取り込み空気を考慮すると、同酸素消費量に対して９倍以上の酸素が供給されている。 

したがって、実際の酸素濃度の低下は小さいものと考えられる。 
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（３）炭酸ガス濃度 

空気浄化装置使用開始以降の炭酸ガス濃度は、４．（３）項の通り 0.972％と評価し

ており、平衡濃度であるため以降運転を継続してもこれを上回ることはない。 

また、実際には、空気浄化ファンの運転に伴う中央制御室外からの取り込み空気が

存在するため、平衡炭酸ガス濃度はより低下する。 

したがって、事象発生３４時間以降も継続して外気取り込みがないとしても、緊急

時対策所にとどまる収容要員の作業環境に影響を与えることはない。 

 

（４）まとめ 

実運用を考慮した緊急時対策所の作業環境をまとめると下表の通りとなる。 

 

換気設備等使用時の酸素及び炭酸ガス濃度評価結果並びに実運用上のゆう度 

 空気ﾎﾞﾝﾍﾞ加圧時 空気浄化装置使用時 

酸素濃度 炭酸ガス濃

度 

酸素濃度 炭酸ガス濃度 

評 

価 

条 

件 

①ﾎﾞﾝﾍﾞからの流入空気 考慮せず 考慮   

②空気流入率試験に基づ

くインリーク空気 

  考慮せず 考慮 

③空気浄化ファンによる

流入空気 

  考慮せず 考慮せず 

④許容酸素及び炭酸ガス

濃度 

18%:O2 0.5%※1:CO2 18%:O2 

 

1.5%:CO2 

 

評価

結果 

空気ﾎﾞﾝﾍﾞ：1時間使用 

空気浄化装置：9時間運転 

20.34% 0.499%(ﾎﾞﾝ

ﾍﾞ 110本) 

19.06% 0.972% 

実
運
用
上
の
時
間
的
余
裕 

評価条件どおり 2.3時間※2 

(O2:19.5%) 

2.3時間 

(CO2:0.5%、ﾎﾞ

ﾝﾍﾞ 250本) 

16.5時間 

(O2:18%) 

16.5時間以上※3 

評価条件に実運用を考慮 7.2時間※2 

(O2＞18%、

条件①を

考慮) 

7.2時間

(CO2:1.5%、ﾎﾞ

ﾝﾍﾞ 250本) 

16.5時間以上

(O2＞18%、評価

条件②及び③

を考慮)  

16.5時間以上※3 

(CO2＜0.972%評価

条件③を考慮する

と濃度低下) 

※1：空気ﾎﾞﾝﾍﾞ容量評価用として設定した値。 

※2：O2濃度からの制約はないが、CO2濃度に伴うﾎﾞﾝﾍﾞ容量に依存する。 

※3：上記の評価において既に平衡濃度に到達しているため、CO2濃度は上昇しない。 
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≪添付資料：泊発電所 1,2 号機 中央制御室空気流入率測定試験について≫ 

 

１． 試験概要 

 中央制御室空気流入率測定試験は、旧原子力安全保安院（NISA）内規「原子力発電所中

央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）」（平成 21・07・27原院第１号）

の「別添資料 原子力発電所の中央制御室の空気流入率測定試験手法」に従い、冷却材喪

失事故時等における中央制御室換気空調設備の事故時閉回路循環運転時において、中央制

御室バウンダリ内へ外部から流入する空気の流入率を求めるものである。 

 方法としては事故時閉回路循環運転中に、微量のトレーサガス（6 フッ化硫黄ガス）を

系統から注入し、中央制御室内でのガス濃度が均一になるまで循環・攪拌を行い、その後

数時間にわたりガス濃度（低下率）を測定することで外気の流入率を求める。 

 

 

   

 

２． 試験実施方法 

（１） 試験は、１，２号機それぞれの A 系統、B 系統の組合せ（1A+2A など）を計

測する。 

 

【試験の流れ】 

イ) 中央制御室換気空調設備を通常運転から事故時閉回路循環運転に切替える。 

ロ) 目標濃度となるよう中央制御室バウンダリ内へトレーサガスを注入する。 

ハ) 各サンプリング点にてサンプリングを実施する。 

ニ) トレーサガスの均一化を確認する。 

ホ) トレーサガス濃度を測定する。（注入完了後約 80 分以降 60 分毎に５回実施。） 

ヘ) 上記ホ)項の測定結果から空気流入率を算出する。 

ト) 中央制御室換気空調設備を事故時閉回路循環運転から通常運転に切替える。 

 

太線：中央制御室バウンダリ 
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中央制御室空調系系統図（事故時閉回路循環） 

 

３． サンプリング点 

 中央制御室バウンダリ内（運転員控え室を含む）の範囲において、下図に記すサンプリ

ング点にてサンプリングを実施した。 

 

 

全２４箇所 

サンプリング点 

中央制御室循環ファン 

中央制御室非常用循環ファン 

中央制御室非常用 

循環フィルタユニット 

中央制御室給

気ファン 

Ｈ
／
Ｃ 

補助建屋給

気系への排

気ライン 

Ｅ
Ｈ
／
Ｃ 

Ｅ
Ｈ
／
Ｃ 

中央制御室等 

Ｈ
／
Ｃ 

Ｅ
Ｈ
／
Ｃ 

Ｅ
Ｈ
／
Ｃ 

２号機 １号機 

補助建屋給

気系への排

気ライン 

中央制御室循環ファン 
中央制御室非常用循環ファン 

中央制御室非常用 

循環フィルタユニット 

中央制御室給気

ユニット 

中央制御室給

気ファン 

トレーサガス注入位置 

Ｃ
／
Ｆ 

 

Ｈ
／
Ｆ 

Ｈ
／
Ｆ 

 

Ｅ
Ｈ
／
Ｃ 

 

Ｅ
Ｈ
／
Ｃ 

 Ｅ
Ｈ
／
Ｃ 

Ｈ
／
Ｆ 

Ｅ
Ｈ
／
Ｃ 

Ｃ
／
Ｆ 

Ｈ
／
Ｆ 

Ｒ
／
Ｆ 

Ｃ
／
Ｗ 

Ｒ
／
Ｆ 

Ｃ
／
Ｗ 

Ｃ
／
Ｗ 

Ｒ
／
Ｆ 

Ｃ
／
Ｗ 

Ｒ
／
Ｆ 

中央制御室給気

ユニット 
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４． 試験結果 

 

項 目 内  容 

試験日程 
平成２１年９月４日～平成２１年９月８日 

（試験時のプラント状態：１号機 運転中，２号機 運転中） 

試験の特徴 
・ ２プラント１中央制御室 

・ １区画 

空気流入率測定

試験における 

均一化の程度 

系 統 

非常用循環系／空調系 

トレーサガス濃度測定値の場所によるバラツキ 

：（測定値－平均値）／平均値（％） 

1A,2A／1A,1B,2A,2B -3.1～2.1 

1B,2A／1A,1B,2A,2B -1.5～2.7 

1A,2B／1A,1B,2A,2B -2.2～2.4 

試験の方法 
内規に定める空気流入率測定試験のうち 

「基本的な試験手順」／「全サンプリング点による試験手順」にて実施 

適用条件 

内容 適用 備考 

トレーサガス濃度測定値のばらつきが平均値の

±１０％以内か。 
○ 

 

相関係数の絶対値|Ｒ|が０．９５以上であるこ

と（決定係数Ｒ２が０．９０以上であること）。 
－ 

均一化の目安を満足

しているため不要 

①中央制御室の空気流入率が，別区画に比べて

小さいこと。 
－ 

均一化の目安を満足

しているため不要 

②特異点の除外が，１時点の全測定データ個数

の１０％以内であること。 
－ 

特異点の除外はない 

③中央制御室以外の空気流入率が大きい区画

に，立入規制等の管理的措置を各種マニュア

ル等に明記し，運転員へ周知すること。 

－ 

均一化の目安を満足

しているため不要 

試験結果 

系統 

非常用循環系／空調系 

空気流入率 

（±以下は 95％信頼限界

値） 

決定係数Ｒ２ 

1A,2A／1A,1B,2A,2B 0.06+0.001 回/h － 

1B,2A／1A,1B,2A,2B 0.07+0.001 回/h － 

1A,2B／1A,1B,2A,2B 0.07+0.002 回/h － 
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○実施日：平成２１年９月４日～５日 

○サンプリング時間／点数：19:30～23:30（１時間間隔×５回）／２４点 

１Ａ，２Ａ－中央制御室非常用循環ファン運転（１回目） 

 

 

 

 

○実施日：平成２１年９月６日～７日 

○サンプリング時間／点数：19:30～23:30（１時間間隔×５回）／２４点 

１Ｂ，２Ａ－中央制御室非常用循環ファン運転（２回目） 
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○実施日：平成２１年９月７日～８日 

○サンプリング時間／点数：19:30～23:30（１時間間隔×５回）／２４点 

１Ａ，２Ｂ－中央制御室非常用循環ファン運転（３回目） 
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 1-3 緊急時対策所の正圧維持について 

 

緊急時対策所は、配置上、風の影響を直接受けない屋内に設置されているため、緊急時対策所への

インリークは隣接区画との温度差によるものが考えられる。 

温度差によるインリークをゼロとするためには、以下のとおり緊急時対策所を周囲の隣接区画より

も約１８Ｐａ加圧すれば良いと考えられることから、重大事故等発生時の目標圧力を隣接区画＋２０

Ｐａとする。 

緊急時対策所の換気設備等の風量調整を系統構成に応じて適切に行うことにより、目標圧力を保ち

緊急時対策所内を正圧に維持することができる。 

なお、所定の目標圧力が達成可能であることを確認するため、緊急時対策所の加圧試験を実施する。 

 

１．緊急時対策所の目標圧力 

一般に隣接区画との境界壁間に隙間がない場合は、圧力差があっても空気の漏えいはないが、温度

差および隙間がある場合は、図１に示すとおり、圧力差がない場合でも隣接区画の間で局所的に空気

の入替えが生じる。 

温度差および隙間がある場合は、隣接区画の下部では温度が低い区画から温度が高い区画に空気が

流入し、上部では逆の流れが生じる。 

これらの圧力差は、(密度差)×(高さ)となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

従って、図２に示すように(密度差)×(高さ)分だけ緊急時対策所の圧力を高くすれば万一境界壁に

隙間があった場合でも、緊急時対策所のインリークをゼロにすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等時の緊急時対策所を４０℃、隣接区画を－１９℃と仮定すると、緊急時対策所の階層の

高さは約７ｍであるため、以下のとおり約１８Ｐａの圧力差があれば、温度の影響を無視できると考

えられることから、目標圧力を隣接区画＋２０Ｐａとする。 

  ・40℃の乾き空気の密度 1.127 (kg/㎥)          

・-19℃の乾き空気の密度 1.390 (kg/㎥) 

低温区画 

ρ2 

高温区画 

ρ1 

H ΔP＝（ρ2－ρ1）H 

図 1 温度差のある区画の圧力分布 

（境界壁に隙間がない場合） （境界壁に隙間がある場合） 

低温区画 

ρ2 

高温区画 

ρ1 

空気の入替えなし 

（緊急時対策所の温度が隣接区画より低い場合） 

低温区画 

ρ2 

高温区画 

ρ1 

低温区画 

ρ2 

高温区画 

ρ1 

又は 

（緊急時対策所の温度が隣接区画より高い場合） 

図２ 温度差のある区画の圧力分布 
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  ・高さ 7m  (6.9m={(T.P.24.8m-床厚 0.6m)-T.P.17.3m}) 

ΔP ={(-19℃の乾き空気の密度)-(40℃の乾き空気の密度)}×(高低差) 

1.841 (kg/㎥) ={1.390-1.127}×7 

18.04 (Pa)    =1.841×9.8 

 

 

２．換気設備等の系統構成及び風量 

 ａ．緊急時対策所立上げ時 

 

       

 緊急時対策所全体の換気系を中央制御室換気空調系統と統合する 

 中央制御室は、１／２号機の換気空調系統の事故時閉回路の循環（適宜、外気取り入れ） 

 

 

 ｂ．原子炉格納容器破損の恐れがある場合 

 

       

 可搬型空気浄化装置及び空気ボンベ設備を接続して起動準備 

 換気空調系統の各風量は「緊急時対策所立上げ時」と同様 

 

 

緊急時対策所 

中央制御室 

C H 
フィルタ 

可搬型空気浄化装置 

ボンベ 
加圧 

C H 

外気取り入れ可能 

（２００㎥／ｍｉｎ） 

緊急時対策所 

中央制御室 

H 
フィルタ 

C 

４０㎥／ｍｉｎ 

外気取り入れ可能 

（２００㎥／ｍｉｎ） 

８００㎥／ｍｉｎ 

４０㎥／ｍｉｎ 

流れなし 

流れあり 

８００㎥／ｍｉｎ 

 

流れあり 

４００㎥／ｍｉｎ 

４００㎥／ｍｉｎ 
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 ｃ．プルーム（希ガス）通過中 

       

 中央制御室の換気空調系統は外気取込みなしによる事故時閉回路の循環 

 緊急時対策所の換気を中央制御室換気空調系統から隔離 

 緊急時対策所を空気ボンベ設備による加圧へ切替え 

 緊急時対策所内の圧力が隣接区画＋２０Ｐａ程度となるよう、ボンベ加圧の排気流量を９－α

㎥／ｍｉｎとすることで、正圧を維持することができる 

 

 ｄ．希ガス通過後 

      

 中央制御室の換気空調系統は外気取込みなしによる事故時閉回路の循環 

 空気ボンベ設備による加圧開始１時間後を目途に、空気ボンベ設備による加圧から可搬型空気

浄化装置に切替え 

 緊急時対策所内の圧力が隣接区画＋２０Ｐａ程度となるよう、可搬型空気浄化装置の排気流量

を２５－α㎥／ｍｉｎとすることで、正圧を維持することができる 

緊急時対策所 

中央制御室 

C H 
フィルタ 

可搬型空気浄化装置 

ボンベ 
加圧 

８００㎥／ｍｉｎ 

２５－α㎥／ｍｉｎ 

へ調整 

よう素他 

約２５㎥／ｍｉｎ 

C H 

C H 
フィルタ 

緊急時対策所 

中央制御室 

可搬型空気浄化装置 

ボンベ 
加圧 

８００㎥／ｍｉｎ 

９－α㎥／ｍｉｎ 

へ調整 

約９㎥／ｍｉｎ 

C H 

外気 

８００㎥／ｍｉｎ 

流れなし 

流れあり 

流れなし 

流れあり 

８００㎥／ｍｉｎ 

外気 

α ㎥／ｍｉｎ 

緊急時対策所からのアウトリーク量 

（加圧試験により確認） 

よう素他 

希ガス 

α ㎥／ｍｉｎ 

緊急時対策所からのアウトリーク量 

（加圧試験により確認） 

α ㎥／ｍｉｎ 

９－α ㎥／ｍｉｎ 

４００㎥／ｍｉｎ 

４００㎥／ｍｉｎ 

４００㎥／ｍｉｎ 

４００㎥／ｍｉｎ 
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３．緊急時対策所の加圧試験について 

加圧試験の概要を以下にまとめる。 

 

ａ．試験対象範囲 

（ａ）加圧対象範囲 

・３号機用緊急時対策所 

（ｂ）圧力測定範囲 

・上記緊急時対策所（チェンジングエリア含む）及び隣接する区画（中央制御室、安全系継電

器室等1） 

 

ｂ．試験方法 

緊急時対策所について、隣接区画より正圧に維持出来ることを確認する。 

（ａ）中央制御室換気空調設備の運転は、事故時閉回路の循環とする。 

（ｂ）緊急時対策所のバウンダリとなる扉を閉止する。 

（ｃ）緊急時対策所の換気空調系統のラインアップを行う。（空気ボンベ設備による加圧時の運用

方法及び可搬型空気浄化装置使用時の運用方法の双方について試験を行う。） 

（ｄ）各測定箇所について、試験前の圧力を測定する。 

（ｅ）緊急時対策所に対して所内用空気設備、仮設空気圧縮機等にて空気を供給し、供給量及び各

測定箇所の圧力を測定する。 

・緊急時対策所への供給量を段階的に増加し、各段階の供給量及び各測定箇所の圧力を測定す

る。 

・参考情報として、隣接区画との差圧が＋20Paになるよう供給量を調整し、その時の供給量及

び各測定箇所の圧力を測定する。 

また、この状態にてチェンジングエリアの扉を開閉し、圧力を測定する。 

（ｆ）試験の判定を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 緊急時対策所が周囲エリアに対して微正圧になっていることを確認するため、圧力測定範囲は原則として緊急時対策所並びに当該対

策所の上階及び下階を含む隣接するエリア全てとする。また、参考に外気の圧力も併せて計測する。 

緊急時対策所内 

 

隣接区画 

 

P1 

圧力計（大気圧計） 

 

P2 

圧力計（大気圧計） 

 

Ｆ 所内用空気等 

図１ 緊急時対策所 加圧試験概念図 
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ｃ．判定基準 

（ａ）緊急時対策所の圧力が加圧前＋20Pa以上になること。 

（ｂ）緊急時対策所と隣接区画との差圧が＋20Pa以上になること。 

※判定基準を満足しない場合は、原因（漏えい箇所等）を特定のうえ、再試験を行う。 

なお、原因（漏えい箇所等）の特定を容易にするため、必要に応じて供給量を増加し点検

を行う。 

※参考情報として、チェンジングエリアの圧力が隣接区画の圧力よりも高いことを確認する。 
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２．緊急時対策所の各ステージにおける実施項目 

各
所
放
射
性
物
質
濃
度 

 

外気 
希ガス       

よう素、その他     

中央制御室 
希ガス      

よう素、その他      

緊急時対策所 
希ガス  空気ボンベ加圧  

よう素、その他    

            事故後時間 ０         ２４          ２５                    ３４ 

 

状
況 

緊急時対策所立ち上げ時 原子炉格納容器破損の恐れあり プルーム（希ガス）通過中 希ガス通過後 

作
業
者 

・ 1,2 号機中央制御室の発電室当直員 12 名の

うち 2 名。 

 

・ 1,2 号機中央制御室の発電室当直員 12 名の

うち 2 名。 

 

・ 1,2 号機中央制御室の発電室当直員 12 名の

うち 4 名。 

 

・ 1,2 号機中央制御室の発電室当直員 12 名の

うち 4 名。 

 

実
施
項
目 

・ ①手動ダンパを「閉」とし、ダクト吹き出し

開口部に閉止板を取付ける。 

・ ②手動ダンパを「閉」とする。 

・ ③仮設フレキシブルダクトの接続。 

・ 待機スペースと指揮スペース間の扉を開放

する。 

 

・ 本設及び予備の可搬型空気浄化装置を、仮設

フレキシブルダクトにて④手動ダンパ部ダ

クトに接続する。 

・ 可搬型空気浄化装置を 200V 分電盤に接続

する。 

・ 空気ボンベ元弁 A、空気ボンベ供給弁 B を

「開」とする。 

・ ⑤手動ダンパを「閉」とする。 

・ 安全補機開閉器室空調系（排気）ダクトの

排気吸い込み開口部に閉止板を取付ける。 

・ ⑥⑦手動ダンパを「閉」とし、ダクト吹き

出し開口部 3 箇所に閉止板取付ける。 

・ 空気ボンベ流量調節弁 C を「調整開」とし、

流量が 9 ㎥/min となるよう調節。この時、

⑧手動ダンパにて排気側を調節し、緊急時

対策所内が微正圧（20Pa 程度）となるよう

圧力を調整する。 

・ 安全補機開閉器室空調系（排気）ダクトの排

気吸い込み開口部の閉止板を取外す。 

・ 中央制御室内へ入域し、④手動ダンパを「調

整開」操作、可搬型空気浄化装置 NFB を投

入する。 

・ 空気ボンベ流量調節弁 C を「閉」とし、空気

ボンベ加圧を停止する。この時、⑧手動ダン

パにて排気側を調節し、緊急時対策所内が微

正圧（20Pa 程度）となるよう圧力を調整す

る。 

 

 

▼事故発生 
▼必要要員召集緊急時対策所立ち上げ 
◎緊急時対策所全体の換気系を中央制御室換気空調系統と統合 

▼原子炉格納容器破損の恐れ確認 
◎可搬型空気浄化装置及び空気ボンベ設備の接続 

▼プルーム（希ガス）通過中想定 
◎中央制御室換気空調系統から隔離、空気ボンベ加圧へ切り替え 

▼希ガス通過後 
◎空気ボンベ加圧停止、可搬型空気浄化装置による換気へ切り替え 
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 1-5 緊急時対策所の設置の考え方 

 

 原子力災害に至る可能性がある事象（原子力災害対策特別措置法に基づく通報連絡を行

うような状況）においては、緊急時対策所で対応することとなる。 

 緊急時対策所の設置については、原子力災害対策特別措置法第１０条事象に至る前の段

階である、原子力災害対策指針に定められる「警戒事態」に該当する事象等が発生したタ

イミングとする。 
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原子力災害対策指針（平成２５年６月５日全部改正）抜粋 

 
 現行の原災法等における基準を採用した当面のＥＡＬ  緊急事態区分における措置の概要 

緊
急
事
態
区
分 

警
戒
事
態 

原子力規制委員会初動マニュアル中の特別警戒事象を採用 
①原子力施設等立地道府県

※１
において、震度６弱以上の地震が発生した場合 

②原子力施設等立地道府県
※１

において、大津波警報が発令
※２

された場合 
③東海地震注意情報が発表された場合

※３ 
 

④原子力規制庁の審議官又は原子力防災課事故対処室長が警戒を必要と認める原子炉施設の重要な故障等
※４

 
⑤その他原子力規制委員長が原子力規制委員会原子力事故警戒本部の設置が必要と判断した場合 

体制構築や情報収集を行い、住民防護の
ための準備を開始する。 

施
設
敷
地
緊
急
事
態 

原災法１０条の通報すべき基準を採用（一部事象については、全面緊急事態に変更） 
①原子炉冷却材の漏えい。 
②給水機能が喪失した場合の高圧注水系の非常用炉心冷却装置の付作動。 
③蒸気発生器へのすべての給水機能の喪失。 
④原子炉から主復水器により熱を除去する機能が喪失した場合の残留熱除去機能喪失。 
⑤全交流電源喪失（５分以上継続） 
⑥非常用直流母線が一となった場合の直流母線に電気を供給する電源が一となる状態が５分以上継続。 
⑦原子炉停止中に原子炉容器内の水位が非常用炉心冷却装置が作動する水位まで低下。 
⑧原子炉停止中に原子炉を冷却するすべての機能が喪失。 
⑨原子炉制御室の使用不能。 

ＰＡＺ内の住民等の避難準備、及び早期
に実施が必要な住民避難等の防護措置
を行う。 

全
面
緊
急
事
態 

原災法１５条の原子力緊急事態宣言の基準を採用（一部事象については、原災法１０条より変更） 
①原子炉の非常停止が必要な場合において、通常の中性子の吸収材により原子炉を停止することができない。 
②原子炉の非常停止が必要な場合において、原子炉を停止する全ての機能が喪失。 
③全ての非常用炉心冷却装置による当該原子炉への注水不能。 
④原子炉格納容器内圧力が設計上の最高使用圧力に到達。 
⑤原子炉から残留熱を除去する機能が喪失した場合に、原子炉格納容器の圧力抑制機能が喪失。 
⑥原子炉を冷却する全ての機能が喪失 
⑦全ての非常用直流電源喪失が５分以上継続 
⑧炉心の溶融を示す放射線量又は温度の検知。 
⑨原子炉格納容器内の照射済み燃料集合体の露出を示す原子炉格納容器内の液位の変化その他の事象の検知。 
⑩残留熱を除去する機能が喪失する水位まで低下した状態が１時間以上継続。 
⑪原子炉制御室等の使用不能。 
⑫照射済み燃料集合体の貯蔵槽の液位が、当該燃料集合体が露出する液面まで低下。 
⑬敷地境界の空間線量率が５μＳｖ／ｈが１０分以上継続。

※５
 

 

 ※１ 北海道、青森県、宮城県、福島県、茨城県、神奈川県、静岡県、新潟県、石川県、福井県、大阪府、岡山県、鳥取県、島根県、愛媛県、佐賀県、鹿児島県。ただし、北海道に
ついては、後志総合振興局管内に限る。上斎原については、鳥取県も岡山県と同等の扱いとする。また、鹿児島県においては、薩摩川内市（甑島列島を含む）より南に位置す
る島嶼を除く。 

 ※２ 施設が津波の発生地域から内陸側となる、岡山県及び北海道太平洋沖に発令された場合を除く。 
 ※３ 中部電力株式会社浜岡原子力発電所を警戒事態の対象とする。 
 ※４ 想定される具体例は次のとおり 
   ・非常用母線への交流電源が一系統（例えば、原子炉の運転中において、受電している非常用高圧母線への交流電源の供給が一つの電源）になった場合 
   ・原子炉の運転中に非常用直流電源が一系統になった場合 
   ・１次冷却材中の放射性ヨウ素濃度が所定の値を超えた場合 
   ・原子炉水位有効燃料長上端未満 
   ・自然災害により次の状況となった場合 
    －プラントの設計基準を超える事象 
    －長期間にわたり原子力施設への侵入が困難になる事象 
 ※５ 落雷及び明らかに当該原子力施設以外の施設による放射性物質の影響がある場合は除く。 
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1-6 緊急時対策所の想定収容人数とその運用について 

 

１．緊急時対策所の要員数について 

泊発電所３号機の緊急時対策所の要員数は、発電所での重大事故や大規模損壊が発生した場

合、１週間にわたり重大事故等の対処活動を指揮、実行できるよう、必要な要員を配置するこ

ととし、これらの要員が緊急時対策所にある程度の期間要員が滞在できるものとする。 

配置にあたっては、必要な指揮を行う本部長や各機能班長などの対策本部要員、事故の拡大

防止に必要な措置を行う各工作班等や放射線管理を行う放管班などの各機能班員が配置される。 

 

（１） 想定収容要員数の考え方 

緊急時対策所の想定収容要員数の決定にあたっての基本条件は次のとおり。 

・３号機において重大事故が発生し、格納容器の破損等により大量の放射性物質が外部に漏

洩すること 

・対策本部要員は長期間対応のため、各班長の交代を考慮する 

・初動対応要員は事故の対応を行うとともに、機械工作班は放水砲の準備及び放水を行うこ

と 

・初動対応要員やその他の活動をしている要員はプルーム通過時に緊急時対策所に退避する

こと 

・活動に必要のない要員は発電所より退避すること 

 

（２） 緊急時対策所想定収容要員の内訳について 

格納容器の破損等により大量の放射性物質が漏洩し、放射性プルーム通過時において、緊

急時対策所にとどまり事故等に対処する要員と内訳は次のとおり。 
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対策本部 

発電所防災組織に定める、本部長、副本部長、本部委員、各班長

と、緊急時対策所内で交代、代行を行なうための要員として、副

班長で構成する。 

（副班長は本部委員の兹務が可能とする） 

３１名 

運転班 

（当直員） 

運転操作に必要な当直員については、プルーム通過時に緊急時対

策所に退避する。 

（３号機：全員、１・２号機：５名） 

１１名 

機能班 

（初期対応要員）格納容器加圧破損などの事故に対応できる要員 

：１７名（当直員、当番者９名を除く） 

（放水砲要員）放射性物質の拡散を抑制する放水砲の準備及び放水

監視のための要員：９名 

（給油作業員）発電機に必要な燃料の給油を行う要員：６名 

（各機能班員）事務局：２名、放管班：８名、技術班：２名 

４４名 

 合計 ８６名 

 

（内訳）                初動対応要員２６名を   で示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部長他［１２］ 

本部長（所長）[１] 

副本部長（所長代理、技術系次長［２］、炉主任［３］）［６］ 

 委員（事務系次長［２］、品質保証室長、発電室長、教育センター長）［５］ 

各機能班長、副班長［１９］※各班は班長、副班長が交代できる体制とする 

 事務局長（運営課長）、幹事（運営課副長）［２］ 

 総務班長（総務課長）、副班長（事務系次長兹務）［１］ 

 施設防護班長（施設防護課長）、副班長（施設防護課副長）［２］ 

 労務班長（労務安全課長）、副班長（教育センター長兹務）［１］ 

 地域対応班長（総務課課長（地域担当））、副班長（事務系次長兹務）［１］ 

 広報班長（広報課長）、副班長（品質保証室長兹務）［１］ 

 放管班長（安全管理課長）、副班長（安全管理課副長）［２］ 

 技術班長（技術課長）、副班長（技術課副長）［２］ 

 運転班長（発電室課長）、副班長（発電室長兹務）［１］ 

 電気工作班長（電気保修課長）、副班長（制御保修課長）［２］ 

 機械工作班長（機械保修課長）、副班長（機械保修課副長）［２］ 

 土木建築工作班長（土木建築課長）、副班長（土木建築課副長）［２］ 

  災害対策要員として当番者３名を含む 
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２．緊急時対策所の運用について（図参照） 

（１）緊急時対策所要員の参集の考え方 

原子力災害に至る可能性がある事象の場合は、指揮通報を行う災害対策本部要員及び事務

局員が緊急時対策所に移動、参集し対策本部を立ち上げる。対策本部は事象の情報収集、対

策の検討、決定を行い、緊急時対策所外に待機している各機能班員に必要な指示を行う。 

また、夜間休日の場合、災害対策本部要員である副原子力防災管理者（技術系次課長）が

当番者として発電所に常駐しており、災害対策本部を指揮するとともに、携帯電話等により

召集された本部要員が宮丘地区より緊急時対策所に参集する。 

 

 

 

 

 

事務局［１６］ 

 事務局員（運営課員）［２］ 

 災害対策要員（消防）（協力会社）［８］ 

 給油作業員（運営課員、教育センター員）［６］ 

放管班［８］ 

 放管班員（安全管理課員）［８］ 

技術班［２］ 

 技術班員（技術課員）［２］ 

運転班［１１］ 

 運転班員（３号機当直員）［６］ 

 運転班員（１・２号機当直員）［５］ 

機械工作班、電気工作班［１６］ 

 災害対策要員（電源、給水等）（社員）［３］ 

 災害対策要員（電源、給水等）（協力会社）［４］ 

 放水砲要員（放水砲準備、放水）（機械保修課員、協力会社）［９］ 

土木建築工作班［２］ 

 災害対策要員（瓦礫撤去、給油ホース接続）（協力会社）［２］ 
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（２） 初動対応要員について 

初動対応要員は発電課長（当直）からの指示等に基づき、必要な初動対応を実施する。な

お、事象発生後、召集されまたは自動参集で発電所に集まった召集要員が必要に応じて応援、

交代を実施する。なお、初動対応が終了し、発電所対策本部が設置されている場合は、本部

の指示に従う。 

 

（３）放射性物質の大量放出が想定される場合の要員の退避について 

放射性物質の大量放出が想定される場合、対策本部長は初動対応要員や発電所でその他の

活動をしている要員に対し、緊急時対策所もしくは発電所敷地外への退避を指示する。 

 

（４）要員の交代について 

緊急時対策所の要員については、長期間の対応が可能となるよう、各班の班長については

副班長（または本部委員の兹務）が交代して業務を遂行できるようにする。また、事象が安

定している場合には、事象進展やプルームの拡散状況、発電所外での放射線量率等を参考に

し、適宜発電所外で対応している各機能班員などと交代を実施する。なお、高濃度の放射性

プルームが放出されている期間については、被ばく低減の観点から、要員は緊急時対策所及

び発電所外に退避し、要員の交代は行わない。 

緊急時対策所内の要員は、対策所内において必要に応じて適宜、仮眠等の休養をとること

とする。 

また、初動対応など災害対策にあたる作業員については、発電所外に待機している作業要

員と適宜交代をする。 
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 1-7 要員の参集について 

 

○夜間、休日における原子力災害対策要員の非常召集（放射性物質放出事象発生時） 

非常召集の連絡 非常召集の準備 非常召集の開始 

○原子力災害対策指針の「警戒事態」に該当する事

象が発生した場合，電話等により非常召集の連絡を

行う。 

 

【発電所構内】 

当直課長 

           ↓ 

連絡当番者 

【発電所構外】    ↓ 

各班長への非常召集 

↓ 

各班員への非常召集 

（協力会社へも非常召集の連絡） 

 

○地震発生時（発電所周辺において震度 5 弱以上）

の場合は自動的に非常召集する。 

○召集される要員（協力会社含む）は最寄の集合場所に

集合する。 

・第 1集合場所：宮丘寮 

・第 2集合場所：北電体育館 

・第 3集合場所：柏木寮 

 

○非常召集に係る統括および確認・調整は各班の副班長

が行い、その内容は次のとおりとする。 

①発電所内に設置された原子力災害対策本部と非常召集

に係る確認・調整を行う。 

・発電所の状況、召集人数、必要な装備等 

・集合した要員の確認（人数、体調等） 

・服装，召集時の持参品（通信設備、懐中電灯等） 

・放射線防護具等（防護服、マスク、個人線量計） 

・天候、災害情報等 

②予め定めている非常召集ルートの中から、天候、災害

情報等を踏まえ発電所へ入構する際に開放される門扉の

選定も含め、原子力災害対策本部と調整し最適なルート

を選定する。 

③発電所に移動する際の移動手段について原子力災害対

策本部と調整し確保する。 

・社有車、自家用車、徒歩等 

○非常召集の開始 

・原子力災害対策本部要員（本部長、原子炉主

任技術者、各班長等）およびその他必要な要員

は発電所構内に向け非常召集を開始する。 

・残る要員は、集合場所で待機し原子力災害対

策本部の指示に従う。 

○非常召集時の連絡 

・携帯電話等を使用し、原子力災害対策本部へ

非常召集の状況等を適宜連絡する。 

・原子炉主任技術者は、通信連絡手段により必

要の都度原子炉施設の運転に関し保安上の指示

を行う。 

○発電所への入構 

・発電所入構前の門扉にて発電所構内の情報を入

手する。 

・原子力災害対策本部要員は、緊急時対策所へ移

動する。 

・その他の要員は発電所構内事務所等の執務室ま

たは現場にて対応するが、万一、執務室が使用で

きない場合は、原子炉補助建屋内を活用する。 
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○泊発電所への要員の参集 
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 1-8 緊急時対策所への参集要員の動線について 

 

重大事故等の発生時には緊急時対策所（以下、「緊対所」という。）に対策要員が参集す

るが、対策要員が移動する具体的な経路については、次のとおりとなる。 

 

１．緊対所への移動経路 

緊対所への移動経路は、次のとおり 4ルートある。（図－１参照） 

・Ａルート【屋内経路】 

総合管理事務所⇒連絡通路⇒2号機タービン建屋 T.P.17.3 m⇒2号機原子炉補助建屋

T.P.17.3 m⇒緊対所 

・Ｂルート【屋外経路】 

総合管理事務所⇒屋外⇒中央警備所⇒管理事務所⇒緊対所 

・Ｃルート【屋外経路】 

屋外⇒1号機原子炉補助建屋 T.P.32 m⇒1号機原子炉補助建屋階段⇒緊対所 

・Ｄルート【屋外経路】 

総合管理事務所⇒屋外⇒3号機側法面⇒2号機原子炉補助建屋 T.P.32 m⇒1号機原子

炉補助建屋内階段⇒緊対所 

なお、上記 4 ルート上には施錠管理している扉を開放する必要があるため、施錠管理

されている扉の開錠方法について社内規定にて定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 緊急時対策所移動経路図 
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２．Ａルート（総合管理事務所⇒緊対所）について 

Ａルートについては、総合管理事務所から 2 号機タービン建屋および 2 号機原子炉補

助建屋を経由して全て建屋内を移動し緊対所に向かう経路である。具体的には下図の経

路となる。 
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３．Ｂルート（総合管理事務所⇒管理事務所⇒緊対所）について 

Ｂルートについては、総合管理事務所から屋外を移動し管理事務所を経由して緊対所

へ移動する経路である。具体的には下図の経路となる。 
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４．Ｃルート（屋外⇒1号機原子炉補助建屋 T.P.32 m⇒緊対所）について 

Ｃルートについては、屋外から 1 号機原子炉補助建屋屋上を経由して移動し緊対所に

向かう経路である。具体的には下図の経路となる。 
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５．Ｄルート（屋外⇒3号機側法面⇒2号機原子炉補助建屋 T.P.32 m⇒緊対所）について 

Ｄルートについては、屋外から 3 号機側の法面を経由し 2 号機原子炉補助建屋屋上か

ら緊対所に向かう経路である。具体的には下図の経路となる。 
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 1-9 緊急時対策所の電源について 

 

１．電源の優先順位 

  緊急時対策所の電源設備は以下の優先順位で給電することとしている。 

 

順 位 電  源 

１ 1 号機常用母線、1,2号機非常用母線 

２ 1,2 号機非常用ディーゼル発電機 

３ 1,2 号機代替非常用発電機 

４ 可般型代替電源車 

５ 緊急時対策所用非常用発電機 

 

 

２．緊急時対策所用非常用発電機について 

（１）運用について 

緊急時対策所用非常用発電機は、可般型空気浄化ファンに給電するための三相給電

用発電機（20kVA）と、統合原子力防災ネットワーク・ERSS伝送サーバ等に給電するた

めの単相給電用発電機（46.2kVA）を配備している。なお、厳冬期を考慮して電気ヒー

タを配備している。 

非常用母線からの給電が不可能な場合（非常用ディーゼル発電機、代替非常用発電

機、可般型代替電源車の全てが機能喪失）に、当該発電機を起動させることとしてい

る。 

 

（２）起動手順について 

■当該発電機が設置されている原子炉補助建屋の屋上（T.P.32m）に移動する。 

■発電機と電源ケーブルを接続し、起動スイッチにより発電機を起動させる。 

■緊急時対策所及び 2 号機プロセス計算機室の分電盤にて、非常用母線側から当該発

電機側に切り替えを行う。 

 

（３）給油方法について 

■発電所構内 31m 以上に配備している 4kℓタンクローリー（3台所有）を用いて給油を

行う。 

■当該タンクローリーの燃料が空になった場合は、1号機（または 2,3 号機）の非常用

ディーゼル発電機貯油槽から 31m まで燃料を汲み上げ、当該タンクローリーに補給

する。 
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（４）給油頻度について 

２台ある発電機は燃料を満タンにして保管していることから、それぞれの負荷及び

燃料消費量から計算すると、表－１に示す通り、三相給電用発電機は起動から約 48時

間、単相給電用発電機は起動から約 48時間の連続運転が可能である。 

従って、災害発生から当該発電機を連続使用していたとしても、プルーム通過後ま

での約 34時間を無給油で給電が可能である（表－２参照）。 

 

 表－１ 緊急時対策所用非常用発電機運転可能時間の評価 

 

 三相給電用 単相給電用 備考 

発電機容量[kVA] ２０．０ ４６．２ － 

負荷[kVA]  ３．１ ４０．１ ※１ 

燃料消費量[L/hr] ３．０／４．０ ８．９／１３．２ ５０／７５％負荷時 

負荷率[％] １５．５ ８６．８ － 

燃料タンク容量[L] １４５ ７４０ － 

運転可能時間[hr] ４８．３ ４８．３ ※２ 

※１ 計画負荷は以下のとおり。 

三相給電用：可搬型空気浄化ファン１台（約 3.1kVA） 

単相給電用：統合原子力防災ネットワーク機器（約 12.7kVA） 

       社内ＴＶ会議端末、データ表示端末、ＦＡＸ等（約 13.0kVA） 

       データ収集計算機、ＥＲＳＳ伝送サーバ（約 2.8kVA） 

       防災資機材、可搬型モニタ等（約 5.6kVA） 

       電気ヒータ（約 6.0kVA） 

 

※２ 三相給電用は５０％負荷時燃料消費量を、単相給電用は７５％負荷時燃料消費量か

ら算出した８６．８％負荷時の燃料消費量（１５．３L/hr）を使用 
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表－２ 緊急時対策所用非常用発電機の給油時期 

 

日数 事故前 
０      １      ２      ３      ４      ５      ６      ７ 

事象 

 ▼災害発生    ▼Ｃ／Ｖ破損 

         希ガス よう素等 

  

         １０hr 

電源設備 

及び 

給油時期 

 

 

 

 

 

常用母線 

 

 

三相給電用          ▼給油             ▼給油              ▼給油 

 

 

単相給電用          ▼給油             ▼給油              ▼給油 

 

無給油期間 
  

         無給油期間 
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1-10 配備する資機材等について 

 

緊急時対策所には、尐なくとも外部からの支援なしに７日間の活動を可能とするため、

必要な資機材等を配備している。 

 

主な放射線管理用資機材 

○防護具及び除染資材 

品名 単位 予定保管数 考え方 
タイベック 
紙帽子 

汚染区域用靴下 
綿手袋 

全面マスク 
オーバーシューズ（靴カバー) 

着 
個 
足 
双 
個 
足 

９１０ ８６名×１．５倍×７日 

チャコールフィルタ 個 １８２０ ８６名×１．５倍×２個×７日 
ゴム手袋 双 １８２０ ８６名×１．５倍×２双×７日 
アノラック 

長靴 
着 
足 

５６０ ５３名×１．５倍×７日 

セルフエアセット 
圧縮酸素形循環式呼吸器 

台 
台 

５ ５３名×１０％ 

ウェットティッシュ 個 １１０ ５３名×２個 
簡易テント 
簡易シャワー  

個 
個 

１ － 

 

○計測器（被ばく管理、・汚染管理） 

品名  単位 予定保管数 考え方 
ポケット線量計 台 １３０ ８６名×１．５倍 

可搬型エリアモニタ 台 ４ １台/部屋×４部屋 
ＧＭ汚染サーベイメータ 台 １０ チェンジングエリアにて使用 
電離箱サーベイメータ 台 １０ 現場作業従事時に使用 

 

○チェンジングエリア用資機材 

品名 単位 予定保管数 考え方 
難燃ハウス 個 １ 設置数 

難燃養生シート 
（透明・ピンク・白） 

本 ９ 各色３本 

板バリア 
（６００・７５０・９００ｍｍ） 

枚 １５ 必要数 

作業用テープ（緑） 巻 ５ － 
難燃養生テープ（ピンク） 巻 ２０ － 

透明ロール袋（大） 本 １０ － 
粘着マット 枚 １０ － 
キムタオル 箱 １ ２４束/箱 

線量管理用テーブル 台 １ 必要数 
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その他 資機材 

品名 単位 予定保管数 考え方 
酸素濃度計 台 ２ － 

二酸化炭素濃度計 台 ２ － 
安定よう素剤 錠 ２０００ ８６名×２錠／人／日×７日 
簡易トイレ 台 ２ － 

簡易トイレ（大便用処理剤） 個 ７００ ８６名×１個／人／日×７日 
簡易トイレ（小便用処理剤） 個 ２０００ ８６名×３個／人／日×７日 

 

原子力災害対策活動で使用する主な資料 

資 料 名 

１．発電所周辺地図 

 ① 発電所周辺地域地図（１／２５，０００） 

 ② 発電所周辺地域地図（１／５０，０００） 

２．発電所周辺航空写真パネル 

３．発電所気象観測データ 

 ① 統計処理データ 

 ② 毎時観測データ 

４．発電所周辺環境モニタリング関連データ 

 ① 空間線量モニタリング配置図 

 ② 環境試料サンプリング位置図 

 ③ 環境モニタリング測定データ 

５．発電所周辺人口関連データ 

 ① 方位別人口分布図 

 ② 集落の人口分布図 

 ③ 市町村人口表 

６．主要系統模式図（各ユニット） 

７．原子炉設置許可申請書（各ユニット） 

８．系統図及びプラント配置図 

 ① 系統図 

 ② プラント配置図 

９．プラント関係プロセス及び放射線計測配置図（各ユニット） 

10．プラント主要設備概要（各ユニット） 

11．総合インターロック線図（各ユニット） 

12．原子炉施設保安規定 

13．原子力事業者防災業務計画 

14．運転要領緊急処置編 

 



 

47 

 

4
7 

 1-11 緊急時対策所に配備する放管資機材等の保管数量の余裕の考え方 

 

緊急時対策所（以下、「緊対所」という。）に配備する資機材のうち放射線管理用の資機

材については、緊対所に要員が 7 日間とどまると想定し要員人数の 86 人に 7 日間を乗じ、

さらに余裕を見込み 1.5倍し、単体の物（タイベック等）で 910個、2個で 1組の物（チャ

コールフィルタ等）は 1,820個配備することとしている。 

 

以下に、1.5倍の余裕を見込むことで放射線管理用資機材の配備数量が十分であることを

整理する。 

 

【放射線管理用資機材配備数量（例：単体の物（タイベックの場合））の根拠】 

① 緊対所内には要員 86人がとどまり活動する。 

そのうち本部対策要員 35名は緊対所内で指揮を行うことから放射性物質により汚染

しているおそれがある緊対所外での作業には従事しない。 

そのため、タイベックを着用する対象者は緊対所の外で作業をする 51名である。 

 

② タイベックを着用するのは、プルーム通過後の緊対所外が放射性物質により汚染し

ているおそれがある場合からとなる。 

緊対所外での活動は重大事故等発生後の 2 日目以降となり、51 人全員が 2 回／日緊

対所外で活動すると想定し、6日間連続してタイベックを使用した場合の必要数量は次

のとおりとなる。 

・51人×2回／日×6日間＝612着 

 

①および②のとおり、緊対所屋外での活動を想定しても、1.5倍の余裕を見込んだ配備数

量（単体の物：910 個、2 個で 1 組の物：1,820 個）で十分足りる配備数量となることから

1.5倍の余裕を見込んでいる。 
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4
8 

1-12 サーベイメータの配備数の根拠について 

 

１．ＧＭ汚染サーベイメータ（１０台）の根拠について 

(1) ＧＭ汚染サーベイメータの使用目的 

ＧＭ汚染サーベイメータは、屋外で活動した現場作業要員等の身体等に、放射性物

質が付着していないことを確認するために使用する放射線計測器である。 

 

(2) ＧＭ汚染サーベイメータの配備台数について 

ＧＭ汚染サーベイメータの具体的な使用方法は、３号機緊急時対策所（以下、「緊対

所」という。）出入口に設置する「チェンジングエリア」内の「スクリーニングエリア」

において、緊対所に入室する現場作業要員等の身体測定を放射線管理要員１～２名で

行うことを想定している。 

このため、最大使用人数（２名）から２台配備が必要となるが、故障等により使用

ができない状態も考慮し、予備機も含め１０台配備する。 

 

【参考】 

●ＧＭ汚染サーベイメータ 

・測定範囲：０～１×１０５ ｃｐｍ 

・電  源：乾電池（単２型電池）４本［連続１００時間以上］ 
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線量管理

エリア

靴

棚

靴 棚

フェンス

靴着脱エリア

①②③④⑤⑥

⑦

スクリーニング
エリア

脱衣エリア

簡易テン
ト及び
シャワー

⑧

除染エリア

凡例
① 使用済ゴム手袋（１枚目）回収箱
② 使用済タイベック回収箱

③ 使用済ゴム手袋（２枚目）回収箱
④ 使用済全面マスク回収箱
⑤ 使用済紙帽子回収箱
⑥ 使用済靴下回収箱
⑦ 使用済綿手袋回収箱
⑧ 使用済ウェットティッシュ回収箱

入域ルート
除染ルート

退域ルート
パーテーション
バリア

1号機原子炉補助建屋
T.P.20.75m、21.3m平面図

出口扉

入口扉

出入口扉

 

 

 

図 1-12-1 緊対所チェンジングエリア内ＧＭ汚染サーベイメータの使用場所 

 

：ＧＭ汚染サーベイメータ使用エリア 
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5
0 

２．電離箱サーベイメータ（１０台）の根拠について 

(1) 電離箱サーベイメータの使用目的 

電離箱サーベイメータは、現場作業要員等の過剰な被ばくを防止するために屋内外

の作業現場の環境線量当量率を測定するために使用する放射線計測器である。 

 

(2) 電離箱サーベイメータの配備台数について 

電離箱サーベイメータを使用した作業現場等の放射線測定を行うことになるが、放

射線測定を行う作業現場は、T.P.31 m盤および T.P.10 m盤での代替給水作業等数箇所

ある。 

原子力災害活動に従事する現場作業要員等の線量管理を行う上で放射線測定は必須

であることから、故障等により使用ができない状態も考慮し予備機も含め１０台配備

する。 

 

【参考】 

●電離箱 サーベイメータ 

・測定範囲：１～３００ ｍＳｖ／ｈ 

・電  源：乾電池（単３型電池）４本［連続８０時間以上］ 
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1-13 酸素濃度計の仕様について 

 

 外気から緊急時対策所への空気の取り込みを一時的に停止した場合に、酸素濃度が事故

対策のための活動に支障がない範囲にあることを正確に把握するため、緊急時対策所には

酸素濃度計を２台配備している。 

 

また，酸素濃度計については緊急時対策所内での酸素濃度の確認における測定時に正確

な測定をするため，１回／年の頻度でメーカーによるガス感度の定期点検を実施しており，

定期点検の際に使用する試験ガスについては，国のトレーサビリティ体系に基づいた一般

標準ガス（Ｎ２，Ｏ２）を使用している。 

 

酸素濃度計仕様 

検知原理 隔膜ガルバニ電池式 

検知範囲 ０～４０vol％ 

表示精度 ±０．７vol％ 

警報設定値 １８．０(Ｌ，ＬＬ)／４０．０vol％(ＯＶＥＲ) 

表示器 ＬＣＤデジタル表示器 

電源 単３形アルカリ乾電池２本 

外形寸法・質量 
約６６(Ｗ)×１１４(Ｈ)×３３(Ｄ)mm 

約２３０g 

警報精度を考慮しても酸素欠乏症等防止規則に定める酸素欠乏（空気中の酸素濃度が 

１８％未満の状態）になる前に警報発信する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酸素濃度計 
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1-14 チェンジングエリアの概要について 

 

１．チェンジングエリアの設営 

モニタリングポストの指示等を確認し、現場作業が可能となった場合、あらかじめ３

号機緊急時対策所（以下、「緊対所」という。）に配備する資機材を用いて、下図のとお

りチェンジングエリアを設営する。 

線量管理

エリア

靴

棚

靴 棚

フェンス

靴着脱エリア

①②③④⑤⑥

⑦

スクリーニング
エリア

脱衣エリア

簡易テン
ト及び
シャワー

⑧

除染エリア

凡例
① 使用済ゴム手袋（１枚目）回収箱
② 使用済タイベック回収箱

③ 使用済ゴム手袋（２枚目）回収箱
④ 使用済全面マスク回収箱
⑤ 使用済紙帽子回収箱
⑥ 使用済靴下回収箱
⑦ 使用済綿手袋回収箱
⑧ 使用済ウェットティッシュ回収箱

入域ルート
除染ルート

退域ルート
パーテーション
バリア

1号機原子炉補助建屋
T.P.20.75m、21.3m平面図

出口扉

出入口扉

約７．０ m

入口扉

約５．０ m

 

 

 

 

 

        

図 1-14-1 緊急時対策所のチェンジングエリア設定イメージ図 

 

 

・粘着マット 
足裏に付着した放射性物質
を持ち込まないよう設置 

・簡易テントおよびシャワー 
身体に付着した放射性物質の除染
は、原則拭取りにより実施するが、
拭取れない場合を考慮し準備する 

簡易シャワーの 
イメージ 

簡易テントの 
イメージ 
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２．緊対所の出入管理 

チェンジングエリア内には、緊対所外で活動した現場作業要員等（以下、「要員」とい

う。）が移動する。 

緊対所外は放射性物質により汚染しているおそれがあることから、緊対所外で活動す

る要員は放射線防護具類（以下、「防護具類」という。）を着用し活動することになる。 

緊対所外での活動中に要員が着用している防護具類に放射性物質が付着する可能性が

あるためチェンジングエリアを設置するが、チェンジングエリアのレイアウトは要員の

防護具類の脱衣行為に合わせて 3 分割した次のエリアを設けることで緊対所内への放射

性物質の持ち込みを防止する。 

（１）「靴着脱エリア」 

緊対所外で使用した靴を脱ぐまたは緊対所外へ出る場合に靴を履くエリア 

（２）「脱衣エリア」 

防護具類を適切な順番で脱衣するエリア 

（３）「スクリーニングエリア」 

防護具類を脱衣した要員の身体サーベイを行い、汚染が確認されなければ緊対所内

へ移動するエリア 

 

また、緊対所から出る場合は緊対所内にて防護具類を着用後チェンジングエリア内に

移動するが、緊対所外で活動した要員と接触するおそれがある重複したルートとした場

合、接触時に緊対所外で活動した要員の防護具類に付着した放射性物質が緊対所から出

る要員に移行するおそれがあることから、出入りの動線を分離したルートとしている。 

線量管理

エリア

靴

棚

靴 棚

フェンス

靴着脱エリア

①②③④⑤⑥

⑦

スクリーニング

エリア

脱衣エリア

簡易テン
ト及び
シャワー

⑧

除染エリア

凡例
① 使用済ゴム手袋（１枚目）回収箱
② 使用済タイベック回収箱
③ 使用済ゴム手袋（２枚目）回収箱
④ 使用済全面マスク回収箱
⑤ 使用済紙帽子回収箱

⑥ 使用済靴下回収箱
⑦ 使用済綿手袋回収箱
⑧ 使用済ウェットティッシュ回収箱

入域ルート
除染ルート

退域ルート
パーテーション
バリア

出口扉

入口扉

出入口扉

放射線管理員

 

チェンジングエリア内の要員動線イメージ図 

：（例）要員の立ち位置 
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３．緊対所内の汚染管理 

２項のとおり、緊対所内に放射性物質による汚染を持ち込まないようチェンジングエ

リアを設けているが、スクリーニングエリア内で要員の汚染が確認された場合は、スク

リーニングエリアに隣接した「除染エリア」で要員の除染を行う。 

要員の除染については濡れウェスによる拭き取りによる除染を基本とするが、拭き取

りにて除染できない場合も想定し、汚染部位への水洗による除染が行えるよう簡易シャ

ワーを設ける。なお、簡易シャワーを用いた除染による廃水は、ウェスに染み込ませる

ことで放射性廃棄物として廃棄する。 

 

４．防護具類の管理 

要員は、緊対所から出る場合に緊対所内にて防護具類を着用するが、着用方法の間違

いは内部被ばくをするおそれがあることから、内部被ばく防止のため、放管班員が適宜

要員の防護具類の着用状況について監視し、指導、助言をする。 

 

５．放射性廃棄物の管理 

緊対所外で活動した要員が着用した防護具類については、チェンジングエリア内で廃

棄する。これら放射性廃棄物については、緊対所内に留め置くと環境線量当量率の上昇

または放射性物質による汚染の拡大へつながる要因となることから、適宜緊対所外へ持

ち出しチェンジングエリア内の汚染拡大防止を図る。 

 

６．チェンジングエリアへの放射性物質の流入防止 

３号機緊急時対策所（以下、「緊対所」という。）のエリアには複数の扉が設置されて

いるが緊対所内への放射性物質の流入を防止するため、緊対所の境界にある扉は全て気

密扉にするとともに図 1-9-2 のとおり出入口となる扉は１箇所のみとし、その他の扉に

ついては施錠管理により開放ができない運用とすることで、緊対所内への放射性物質の

持ち込みを防止する運用としている。 

出入口となる扉１箇所には、現場作業要員が装着している放射線防護具類（例：タイ

ベック）の脱衣エリアおよび脱衣後の現場作業要員の身体等に、放射性物質が付着して

いないことを確認するためのサーベイエリアを設置し、緊対所内への放射性物質の持込

みを防止する。 

 

また、緊対所内は、換気空調設備により正圧に維持することにより、出入口の扉を開

放した場合においても外部からの放射性物質の流入を防止できる設計としている。 
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１号機 原子炉補助建屋 T.P.21.3 m 

１号機 原子炉補助建屋 T.P17.3 m 

１号機 原子炉補助建屋 T.P20.75 m 

出入口 

○凡例 

：緊急時対策所範囲 

：気密扉化および扉施錠箇所 

図 1-14-2 緊対所出入口扉施錠箇所 
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２．緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価について 

2-1 緊急時対策所居住性に係る被ばく評価の適合状況 



 

 

5
7 

実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の 

居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド 
緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価の適合状況 

３．制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価 

 

第７６条（緊急時対策所） 

１ 第１項及び第２項の要件を満たす緊急時対策所とは、以下に掲げる措置又は

これらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備を備えたものをい

う。 

ｅ）緊急時対策所の居住性については、次の要件を満たすものであること。 

① 想定する放射性物質の放出量等は東京電力株式会社福島第一原子力発

電所事故と同等とすること。 

② プルーム通過時等に特別な防護措置を講じる場合を除き、対策要員は

緊急時対策所内でのマスクの着用なしとして評価すること。 

③ 交代要員体制、安定ヨウ素剤の服用、仮設設備等を考慮してもよい。

ただし、その場合は、実施のための体制を整備すること。 

④ 判断基準は、対策要員の実効線量が7 日間で100mSv を超えないこと。 

 

 

 

 

 

１ → 審査ガイド通り 

 

 

 

  ① 東京電力福島第一原子力発電所事故相当の放射性物質の放出を仮定。放射性物質の放出割合は４．４

（１）の通り。 

  ② プルーム通過時の対策要員はマスクを着用しているとして評価している。 

    ボンベによる 1 時間の加圧終了後のプルーム通過中 9 時間はマスクを着用しているとして、それ以外の

時間はマスクを着用しないとして評価している。 

  ③ 交代要員体制：評価期間内の交代は考慮しない。 

    安定ヨウ素剤の服用：考慮しない。 

  ④ 対策要員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えないことを確認している。 
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実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の 

居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド 
緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価の適合状況 

 

 

４．１ → 審査ガイド通り 

 

 

４．１（１） → 審査ガイド通り 

 

４．１（１）① → 審査ガイド通り 

原子炉格納容器内の放射性物質からのスカイシャインガンマ線による緊急時対策所内での外部被ばく
線量を評価している。 

原子炉格納容器内の放射性物質からの直接ガンマ線による緊急時対策所内での外部被ばく線量を評価
している。 

４．１（１）② → 審査ガイド通り 

大気中へ放出された放射性物質からのガンマ線による緊急時対策所内での外部被ばくは、事故期間中の
大気中への放射性物質の放出量を基に大気拡散効果と緊急時対策所等の壁によるガンマ線の遮蔽効果

を踏まえて対策要員の外部被ばく（クラウドシャイン）を評価している。 

地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による外部被ばく（グランドシャイン）についても考慮し
て評価している。 

①最適評価手法を適用し、「４．２ 居住性に係る被ばく評価の共通解析条件」に基づいて評価してい

る。 

②実験等に基づいて検証されたコードやこれまでの許認可で使用したモデルに基づいて評価している。 

緊急時対策所の居住性に係る被ばく経路は図２のうち、①～③の経路に対して評価している。 

評価期間中の対策要員の交代を考慮しないことから④及び⑤の経路については評価していない。 
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実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の 

居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド 
緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価の適合状況 

 

 
４．１（１）③ → 審査ガイド通り 

緊急時対策所に取り込まれた放射性物質は、緊急時対策所内に沈着せずに浮遊しているものと仮定して

評価している。 

事故期間中に大気中へ放出された放射性物質の一部は外気から緊急時対策所内に取り込まれる。緊急時

対策所内に取り込まれた放射性物質のガンマ線による外部被ばく及び吸入摂取による内部被ばくの和
として実効線量を評価している。 

４．１（１）④ → 評価期間中の対策要員の交代は考慮しない 

 

 

４．１（１）⑤ → 評価期間中の対策要員の交代は考慮しない 

 

４．１（２） → 審査ガイド通り 

緊急時対策所居住性に係る被ばくは図３の手順に基づいて評価している。 

ただし、評価期間中の対策要員の交代は考慮しない。 

４．１（２）a. → 審査ガイド通り 
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実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の 

居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド 
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４．１（２）b. → 審査ガイド通り 

被ばく評価に用いる相対濃度と相対線量は、大気拡散の評価に従い実効放出継続時間を基に計算した値
を年間について小さい方から順に並べた累積出現頻度 97％に当たる値を用いている。評価においては、
1997 年 1 月から 1997 年 12 月の 1 年間における気象データを使用している。 

４．１（２）c. → 審査ガイド通り 

原子炉施設内の放射性物質存在量分布を考慮し、スカイシャインガンマ線及び直接ガンマ線による外部
被ばく線量を評価するために、原子炉格納容器内の線源強度を計算している。 

４．１（２）d. → 審査ガイド通り 

前項 c の結果を用いて、原子炉格納容器内の放射性物質からのガンマ線による被ばく線量を計算してい
る。 

前項 a 及び b の結果を用いて、大気中へ放出された放射性物質及び地表面に沈着した放射性物質のガン
マ線による外部被ばく線量を計算している。 

前項 a 及び b の結果を用いて、緊急時対策所内に外気から取り込まれた放射性物質による被ばく線量（ガ
ンマ線による外部被ばく及び吸入摂取による内部被ばく）を計算している。 

４．１（２）e. → 審査ガイド通り 

前項 d で計算した線量の合計値が判断基準（対策要員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えないこと）
を満足することを確認している。 

放射性物質の大気中への放出割合が東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故と同等と仮定した事
故に対して、放射性物質の大気中への放出割合及び炉心内蔵量から大気中への放射性物質放出量を計算

している。 

また、放射性物質の原子炉格納容器内への放出割合及び炉心内蔵量から原子炉施設内の放射性物質存在
量分布を設定している。 

４．２（１）a. → 審査ガイド通り 

中央制御室非常用循環設備のフィルタ除去効率は、設計上期待できる値として、よう素フィルタ除去効

率は 95％、微粒子フィルタ除去効率は 99％として評価している。また、可搬型空気浄化装置のフィル
タ効率は、設計上期待できる値として、有機よう素は 95％、無機よう素 99％及び粒子状物質 99％とし
て評価している。 

４．２（１）b. → 審査ガイド通り 

緊急時対策所は既設であり、空気流入率は空気流入率測定試験結果を基に余裕を見込んだ値を設定する。 
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４．２（２）a → 審査ガイド通り 

放射性物質の空気中濃度は、ガウスプルームモデルを適用して計算している。 

泊発電所内で観測して得られた 1997 年 1 月から 1997 年 12 月の 1 年間の気象資料を大気拡散式に用い
ている。また、建屋影響を受ける大気拡散評価を行うため保守的に地上風（地上約 10m）の気象データ

を使用している。 

水平及び垂直方向の拡散パラメータは、風下距離及び大気安定度に応じて、気象指針における相関式を
用いて計算している。 

放出点（地上）から近距離の建屋（原子炉格納容器）の影響を受けるため、建屋による巻き込みを考慮
し、建屋の影響がある場合の拡散パラメータを用いている。 

一～三のすべての条件に該当するため、建屋による巻き込みを考慮して評価している。 

放出点が地上であるため、建屋の高さの 2.5 倍に満たない。 

放出点（地上）の位置は、図４の領域 An の中にある。 

評価点（緊急時対策所）は、巻き込みを生じる建屋（原子炉格納容器）の風下側にある。 

建屋による巻き込みを考慮し、図５に示すように、建屋の後流側の拡がりの影響が評価点に及ぶ可能性
のある方位（1 方位）を対象としている。 
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放射性物質の大気拡散については、「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について
（内規）」に基づいて評価している。 

建屋巻き込みによる拡散を考慮している。 

放出源（地上）から最も近く、巻き込みの影響が最も大きい建屋として原子炉格納容器を代表建屋とし
ている。 

緊急時対策所では事故後 24時間から 25時間までは加圧用ボンベにより室内を加圧するため，直接流入

はないとしている。 

事故後 25時間から 34時間までは事故時運転モードにより外気遮断を継続させ，その間は中央制御室へ
の直接流入を考慮し、中央制御室内の空気を可搬型空気浄化装置を介して緊急時対策所へ送りこむ。 

さらに，中央制御室では、事故後 34時間以降に外気取入れを実施するものとしている。 

 

中央制御室（含む緊急時対策所）が属する建屋の屋上面を選定するが、具体的には、保守的に放出点（地
上）と同じ高さにおける濃度を評価している。 

なお、評価点（緊急時対策所）は中央制御室と隣接しており、中央制御室と同じ建屋に属している。 

４．２（２）b → 審査ガイド通り 
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屋上面を代表としており、評価点は緊急時対策所中心としている。 

緊急時対策所が属する建屋の屋上面を選定するが、具体的には、保守的に放出点と同じ高さにおける濃
度を評価している。 

屋上面を代表としており、評価点は緊急時対策所中心とし、保守的に放出点と評価点とが同じ高さとし

て、その間の水平直線距離に基づき、拡散パラメータを算出している。 

建屋による巻き込みを考慮し、ⅰ)～ⅲ)の条件に該当する方位を選定し、建屋の後流側の拡がりの影響
が評価点に及ぶ可能性のある方位（1 方位）を対象としている。 
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「着目方位 1)」の方法により、評価対象の方位を選定している。 

放出点が評価点の風上にある方位を対象としている。 

 

放出点は建屋に近接しているため、放出点が評価点の風上となる 180°を対象としている。 

図７に示す方法により、建屋の後流側の拡がりの影響が評価点に及ぶ可能性のある方位（1 方位）を評
価方位として選定している。 

原子炉格納容器の垂直な投影面積を大気拡散式の入力としている。 
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原子炉格納容器の最小投影面積を用いている。 

原子炉格納容器の地表面からの投影面積を用いている。 

相対濃度は、毎時刻の気象項目（風向、風速、大気安定度）及び実効放出継続時間（保守的に 1 時間と
する）を基に、短時間放出の式を適用し、評価している。 

相対線量は、放射性物質の空間濃度分布を算出し、これをガンマ線量計算モデルに適用して計算してい
る。 

年間の気象データに基づく相対濃度及び相対線量を小さい方から累積し、97％に当たる値を用いてい

る。 

相対濃度及び相対線量の詳細は、「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内
規）」に基づいて評価している。 

地表面への乾性沈着及び降雤への湿性沈着を考慮して地表面沈着濃度を計算している。 

 

評価期間中は外気を遮断することを前提としているため、二の経路（直接流入）で放射性物質が外気か

ら取り込まれることを仮定している。なお、プルーム通過後は外気を取り入れるため一の経路（非常用
換気空調設備経由）で外気が取り込まれることを仮定している。 

緊急時対策所内では放射性物質は一様混合するとし、室内での放射性物質は沈着せず浮遊しているもの
と仮定している。 

４．２（２）c → 審査ガイド通り 

４．２（２）e → 審査ガイド通り 

４．２（２）d → 審査ガイド通り 
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外気取入による放射性物質の取り込みについては、非常用換気空調設備の設計及び運転条件に従って計 

算している。なお、評価期間中は外気を遮断することを前提としているため、外気取入れは行わないと
して評価している。 

 

空気流入量は空気流入率及び緊急時対策所に隣接する中央制御室バウンダリ体積を考慮して計算して

いる。 

４．２（３）a. → 審査ガイド通り 

クラウドシャインによる外部被ばく線量については、空気中濃度及びクラウドシャインに対する外部被
ばく線量換算係数の積で計算した線量率を積分して計算している。 

緊急時対策所の対策要員については建屋による遮蔽効果を考慮している。 

４．２（３）b. → 審査ガイド通り 

４．２（３）c. → 審査ガイド通り 

緊急時対策所の対策要員については、建屋による遮蔽効果を考慮している。 

緊急時対策所における内部被ばく線量については、空気中濃度、呼吸率及び内部被ばく換算係数の積で

計算した線量率を積分して計算している。 

緊急時対策所では室内での放射性物質は沈着せずに浮遊しているものと仮定している。 

グランドシャインによる外部被ばく線量については、地表面沈着濃度及びグランドシャインに対する外
部被ばく線量換算係数の積で計算した線量率を積分して計算している。 
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４．２（３）d. → 審査ガイド通り 

プルーム通過時の対策要員のマスク着用を考慮している。 

なお、マスクを着用しない場合についても評価している。 

 

緊急時対策所内に取り込まれた放射性物質からのガンマ線による外部被ばく線量については、空気中濃
度及びクラウドシャインに対する外部被ばく線量換算係数の積で計算した線量率を積分して計算して

いる。 

緊急時対策所では室内に取り込まれた放射性物質は沈着せずに浮遊しているものと仮定している。 

４．２（３）e. → 評価期間中の対策要員の交代は考慮しない 

４．２（３）f. → 評価期間中の対策要員の交代は考慮しない 

４．２（３）g. → 評価期間中の対策要員の交代は考慮しない 

４．２（３）h. → ３号炉単独発災を想定し、評価している。 
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４．４（１） → 審査ガイド通り 

 

事故直前の炉心内蔵量に対する放射性物質の大気中への放出割合は、原子炉格納容器が破損したと考え
られる福島第一原子力発電所事故並みを想定する。なお、放出開始までの 24 時間の核種の崩壊及び娘
核種の生成は考慮する。 

放射性物質の大気中への放出開始時刻は、事故発生 24 時間後とする。 

 

 

放射性物質の大気中への放出継続時間は、気体の希ガス類は短時間で放出するため 1 時間とし、よう素

及びその他核種は 10 時間とする。 

 

４．４（４）a → 審査ガイドの趣旨に基づき設定. 

４．４（４）b. → 審査ガイド通り 

４．４（２） → 審査ガイド通り 

４．４（３） → 審査ガイド通り 

 

放射性物質の放出開始までに緊急時対策所（及び中央制御室）非常用換気空調設備の非常用電源は復旧

している。 

緊急時対策所（及び中央制御室）の非常用電源の給電は考慮するものの放出開始時間が事象発生後２４
時間のため、放出開始までに電源は復旧している。 
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４．４（５）a. → 審査ガイド通り 

放出源高さは、地上放出として評価する。 

放出エネルギーは考慮しない。 

福島第一原子力発電所事故並みを想定し、NUREG-1465 の炉心内蔵量に対する原子炉格納容器内への
放出割合を基に原子炉建屋内に放出された放射性物質を設定し、スカイシャインガンマ線及び直接ガン
マ線の線源としている。 

原子炉格納容器内の放射性物質は自由空間容積に均一に分布しているものとし、事故後 7 日間の積算線

源強度を計算している。具体的には、原子炉格納容器内の放射性物質はドーム部、円筒部に均一に分布
しているものとしている。 
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４．４（５）b.  → 評価期間中の対策要員の交代は考慮しない 
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図１ → 審査ガイド通り 

図２ → 審査ガイドの趣旨に基づき設定 

緊急時対策所に関しては、対策要員の交代を考慮しないため、経路④、⑤の評価は実施しない。 
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図３ → 審査ガイド通り 

図４ → 審査ガイド通り 

緊急時対策所に関しては、対策要員の交代を考慮しないため、入退域での評価は実施しない。 
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図５ → 審査ガイド通り 

図６ → 審査ガイド通り 



 

 

7
4 

実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の 

居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド 
緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価の適合状況 

 

 

図７ → 審査ガイド通り 

図８ → 審査ガイド通り 
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図９ → 審査ガイド通り 

図１０ → 審査ガイド通り 
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付図-1 着目方位決定図 
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審査ガイド図 10 より、風向に垂直な建屋投影面積として、付図-2 に示す通り原子炉格納容器の

地表面からの投影面積（最小投影面積）を用いている。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

付図-2 原子炉格納容器の投影面積 

G.L.（T.P.10.0m） 
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2-3 対策要員の交替時における被ばく線量について 

 

 

 事故時には、個人の被ばく線量管理や緊急時対策所の対策要員数の管理の観点等から、

対策要員の交替が必要になる状況を想定しておかなければならない。 

 この場合、事故発生初期から対策を行っていた要員が退域するときは緊急時対策所から

出て発電所構外へ移動することになるため、移動に伴う被ばく線量を考慮し個人線量を管

理する必要がある。このため、退域時の被ばく線量を評価することが必要になるが、「実用

発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関

する審査ガイド」では９７％積算値の気象条件を用いて評価するよう求めているため地表

沈着量が増加し、地表沈着に伴うグランドシャインによる外部被ばく線量が厳しく算出さ

れる。 

 事故発生時には、対策要員交替のための経路を確保する必要があるが、この際放射線管

理の観点から被ばく線量を低減するために、想定経路における線量測定や必要に応じて経

路の変更や除染を実施し、被ばく線量の低減が可能な移動経路が決定されることになる。

東京電力がホームページで公表している福島第一原子力発電所構内のサーベイデータ（福

島第一原子力発電所サーベイマップ（建屋周辺））では、発電所敷地内の線量率（平成 23

年 3 月 23 日時点）は、0.6mSv/h から 130mSv/h までの範囲で分布しており、このデータ

からも移動経路は、事故時点の現場状況、線量率の状況により決定されるものと判断され

る。 

 今回評価した泊発電所における緊急時対策所居住性評価における線量は、対策員が７日

間対策所に居住した場合の実効線量として、マスク着用を考慮した場合で約１mSv、マス

ク着用を考慮しない場合で約 4mSv と低い値である。このため、退域時の被ばく線量を東

京電力福島第一原子力発電所構内のサーベイデータのうち最も高い線量率の値を基に、車

両による１５分間の移動として評価した場合においても居住性評価としての線量は

100mSv を超えない。 

 実際には、先に述べたとおり、線量測定による線量の確認や移動経路の変更等により被

ばく線量は大きく低減されるものと考える。 
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2-4 緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価条件について 

 

 

第１表 大気中への放出放射能量評価条件（１／２） 

評 価 条 件 使 用 値 選 定 理 由 審査ガイドでの記載 

評価事象 

放射性物質の大気中への放出割合が東

京電力福島第一原子力発電所事故と同

等と仮定した事故 

審査ガイドに示されたとおり設

定 

４．１（２）ａ．緊急時制御室又は緊

急時対策所の居住性に係る被ばく評価

では、放射性物質の大気中への放出割

合が東京電力株式会社福島第一原子力

発電所事故と同等と仮定した事故に対

して、放射性物質の大気中への放出割

合及び炉心内蔵量から大気中への放射

性物質放出量を計算する。 

炉心熱出力 ３号機定格出力（2,652MWt）の 102％ 
定常誤差を考慮した上限値とし

て設定 
同上 

原子炉運転時間 
最高 40,000 時間（ウラン燃料） 

最高 30,000時間（MOX燃料） 

平衡炉心の最高運転時間を下回

らない値として設定 

同上 

サイクル数 

（バッチ数） 

4（ウラン燃料） 

3（MOX燃料） 

3/4：ウラン燃料 

1/4：MOX燃料 

同上 
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第１表 大気中への放出放射能量評価条件（２／２） 

評 価 条 件 使 用 値 選 定 理 由 審査ガイドでの記載 

放射性物質の大気中へ

の放出割合 

Xe 類：97％ 

I 類：2.78％ 

Cs 類：2.13％ 

Te 類：1.47％ 

Ba 類：0.0264％ 

Ru 類：7.53×10－8％ 

Ce 類：1.51×10－4％ 

La 類：3.87×10－5％ 

審査ガイドに示されたとおり設定 

４．４（１）ａ．事故直前の炉心内蔵量に対する放射

性物質の大気中への放出割合は、原子炉格納容器が破

損したと考えられる福島第一原子力発電所事故並みを

想定する。 

希ガス類：97％ 

ヨウ素類：2.78％ 

（CsI：95％、無機ヨウ素：4.85％、有機ヨウ素：0.15％） 

（NUREG-1465 を参考に設定） 

Cs 類：2.13％ 

Te 類：1.47％ 

Ba 類：0.0264％ 

Ru 類：7.53×10－8％ 

Ce 類：1.51×10－4％ 

La 類：3.87×10－5％ 

よう素の形態 

粒子状よう素：95％ 

無機よう素：4.85％ 

有機よう素：0.15％ 

審査ガイドに示されたとおり設定 同上 

放出開始時刻 24 時間後 審査ガイドに示されたとおり設定 

４．４（４）ａ．放射性物質の大気中への放出開始時

刻は、事故（原子炉スクラム）発生 24 時間後と仮定す

る。 

放出継続時間 
希ガス：1 時間 

その他：10 時間 

短時間で放出する気体の希ガス

と、よう素及びその他核種の放出

挙動の違いを考慮 

４．４（４）ａ．放射性物質の大気中への放出継続時

間は、保守的な結果となるように 10 時間と仮定する。 

事故の評価期間 7 日 審査ガイドに示されたとおり設定 
３．判断基準は、対策要員の実効線量が 7 日間で

100mSv を超えないこと。 
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第２表 大気中への放出放射能量評価結果（7日積算） 

評価項目 評価結果 

希ガス 

Gross 値 約 6.8×1018Bq 

ガンマ線エネルギー 

0.5MeV 換算値 
約 1.3×1018Bq 

よう素 

Gross 値 約 2.4×1017Bq 

I-131 等価量 

（成人実効線量係数換算） 
約 8.6×1016Bq 

セシウム Gross 値 約 2.1×1016Bq 

上記以外の核種 Gross 値 約 6.4×1016Bq 
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第３表 大気拡散条件（１／４） 

評 価 条 件 使 用 値 選 定 理 由 審査ガイドでの記載 

大気拡散評価 

モデル 
ガウスプルームモデル 審査ガイドに示されたとおり設定 

４．２（２）ａ．放射性物質の空気

中濃度は、放出源高さ及び気象条件

に応じて、空間濃度分布が水平方向

及び鉛直方向ともに正規分布になる

と仮定したガウスプルームモデルを

適用して計算する。 

気象条件 

泊発電所における 

1 年間の気象資料 

（1997 年 1 月～1997 年 12 月） 

 

（地上風を代表する観測点（地上約

10m）の気象データ） 

建屋影響を受ける大気拡散評価を行

うため保守的に地上風（地上約 10m）

の気象データを使用 

審査ガイドに示されたとおり発電所

において観測された 1 年間の気象資

料を使用 

４．２（２）ａ．風向、風速、大気

安定度及び降雤の観測項目を、現地

において尐なくとも 1 年間観測して

得られた気象資料を大気拡散式に用

いる。 

実効放出 

継続時間 
全核種：1 時間 

保守的に最も短い実効放出継続時間

を設定 

４．２（２）ｃ．相対濃度は、短時

間放出又は長時間放出に応じて、毎

時刻の気象項目と実効的な放出継続

時間を基に評価点ごとに計算する。 

放出源 

及び 

放出源高さ 

地上 

 

0m 

審査ガイドに示されたとおり設定 

４．４（４）ｂ．放出源高さは地上

放出を仮定する。放出エネルギーは、

保守的な結果となるように考慮しな

いと仮定する。 
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第３表 大気拡散条件（２／４） 

評 価 条 件 使 用 値 選 定 理 由 審査ガイドでの記載 

累積出現頻度 小さい方から累積して 97％ 
審査ガイドに示された方法に基づき

設定 

４．２（２）ｃ．評価点の相対濃度

又は相対線量は、毎時刻の相対濃度

又は相対線量を年間について小さい

方から累積した場合、その累積出現

頻度が 97％に当たる値とする。 

建屋の影響 考慮する 

放出点から近距離の建屋の影響を受

けるため、建屋による巻き込み現象

を考慮 

４．２（２）ａ．原子炉制御室／緊

急時制御室／緊急時対策所の居住性

評価で特徴的な放出点から近距離の

建屋の影響を受ける場合には、建屋

による巻き込み現象を考慮した大気

拡散による拡散パラメータを用い

る。 

巻き込みを生じる 

代表建屋 
原子炉格納容器 

放出源から最も近く、巻き込みの影

響が最も大きい建屋として選定 

４．２（２）ｂ．巻き込みを生じる

建屋として、原子炉格納容器、原子

炉建屋、原子炉補助建屋、タービン

建屋、コントロール建屋及び燃料取

り扱い建屋等、原則として放出源の

近隣に存在するすべての建屋が対象

となるが、巻き込みの影響が最も大

きいと考えられる一つの建屋を代表

建屋とすることは、保守的な結果を

与える。  

 

 



 

 

8
4 

第３表 大気拡散条件（３／４） 

評 価 条 件 使 用 値 選 定 理 由 審査ガイドでの記載 

放射性物質濃度の 

評価点 

緊急時対策所に隣接する 

１、２号機中央制御室中心 
審査ガイドに示されたとおり設定 

４．２（２）ｂ．屋上面を代表と

する場合、例えば原子炉制御室

／緊急時制御室／緊急時対策所

の中心点を評価点とするのは妥

当である。  

着目方位 １方位 
審査ガイドに示された評価方法に基

づき設定 

４．２（２）ａ．原子炉制御室／緊

急時制御室／緊急時対策所の居住性

に係る被ばく評価では、建屋の風下

後流側での広範囲に及ぶ乱流混合域

が顕著であることから、放射性物質

濃度を計算する当該着目方位として

は、放出源と評価点とを結ぶライン

が含まれる１方位のみを対象とする

のではなく、図 5 に示すように、建

屋の後流側の拡がりの影響が評価点

に及ぶ可能性のある複数の方位を対

象とする。 
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第３表 大気拡散条件（４／４） 

評 価 条 件 使 用 値 選 定 理 由 審査ガイドでの記載 

空気流入の扱い 
外気から建屋内への流入及び拡散に

よる放射性物質の低減効果を考慮 

事故時には外気の取入を遮断するた

め、外気から建屋内への流入及び拡

散による放射性物質の低減効果を考

慮 

建屋内での低減効果について、記載

なし。 

建屋投影面積 
原子炉格納容器の垂直な投影面積 

（２，７００ｍ２） 

審査ガイドに示されたとおり設定 

保守的に最小面積をすべての方位に

適用 

４．２（２）ｂ．風向に垂直な代表

建屋の投影面積を求め、放射性物質

の濃度を求めるために大気拡散式の

入力とする。 
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第４表 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価条件（１／３） 

評 価 条 件 使 用 値 選 定 理 由 審査ガイドでの記載 

線
源
強
度 

以下の事項を除き、大気中への放出量評価条件と同様＊ 

 

＊緊急時対策所の評価では、原子炉建屋内へ放射性物質を閉じ込めた方が保守的となるため、原子炉格納容器破損による線源強度の減尐

効果は無視した。 

原子炉格納容器内

線源強度分布 

原子炉格納容器内に放出された核分

裂生成物が均一に分布 
審査ガイドに示されたとおり設定 

４．４（５）ａ．原子炉建屋内の放

射性物質は、自由空間容積に均一に

分布するものとして、事故後 7 日間

の積算線源強度を計算する。 

事故の評価期間 7 日 審査ガイドに示されたとおり設定 同上 

計
算
モ
デ
ル 

外部遮蔽厚さ 

円筒部 ：1.0m 

ドーム部：0.3m（最薄部） 

施工誤差については、－5mm を考慮

する 

原子炉格納容器（外部遮蔽）の厚さ

はドーム部 0.3m～1.0m、円筒部

1.0m でモデル化 

設計値に施工誤差（－5mm）を考慮 

４．４（５）ａ．原子炉建屋内の放

射性物質からのスカイシャインガン

マ線及び直接ガンマ線による外部被

ばく線量は、積算線源強度、施設の

位置、遮へい構造及び地形条件から

計算する。 

 



 

 

8
7 

 

第４表 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価条件（２／３） 

評 価 条 件 使 用 値 選 定 理 由 審査ガイドでの記載 

計
算
モ
デ
ル 

緊急時対策所遮蔽

厚さ 

【１、２号機中央制御室上】 

壁 ：0.6m 

天井：0.6m 

床 ：0.5m 

天井の遮蔽厚さは最薄部の 0.6m と

した。 

壁の遮蔽厚さは、0.3ｍ、0.4m、0.6m

及び 1m の箇所があり、0.3m 及び

0.4m の壁の外側には１、２号機中央

制御室の壁（1m）が設置されている

ため、この壁を含めた場合最も薄い

壁厚さとなる 0.6m とした。 

床の遮蔽厚さは、0.3m、0.5m 及び

0.56mの箇所があり、0.3m及び0.5m

の床の下（下の階）には 0.6m の床が

あるため、この床を含めた場合最も

薄い床厚さとなる 0.56m を保守的に

丸め 0.5m とした。 

施工誤差（－5mm）を考慮。 

同上 
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第４表 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価条件（３／３） 

評 価 条 件 使 用 値 選 定 理 由 審査ガイドでの記載 

計
算
モ
デ
ル 

直接線量・スカイシ

ャイン線量評価コ

ード 

直接線量評価：QAD コード 

スカイシャイン線量評価： 

SCATTERING コード 

QAD 及び SCATTERING は共に 3

次元形状の遮蔽解析コードであり、

ガンマ線の線量を計算することがで

きる。 

 

計算に必要な主な条件は、線源条件、

遮蔽体条件であり、これらの条件が

与えられれば線量評価は可能であ

る。従って、設計基準事故を超える

事故における線量評価に適用可能で

ある。 

 

QAD 及び SCATTERING はそれぞ

れ許認可での使用実績がある。 

４．１②実験等を基に検証され、適

用範囲が適切なモデルを用いる。 
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第５表 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価に用いる 

建屋内の積算線源強度（３号機）（7日積算） 

代表エネルギー 

（MeV/dis） 

エネルギー範囲 

（MeV/dis） 

原子炉格納容器内 

積算線源強度 

（MeV） 

0.1 E ≦ 0.1 1.7×1023 

0.125 0.1 ＜ E ≦ 0.15 1.6×1022 

0.225 0.15 ＜ E ≦ 0.3 1.9×1023 

0.375 0.3 ＜ E ≦ 0.45 3.3×1023 

0.575 0.45 ＜ E ≦ 0.7 1.4×1024 

0.85 0.7 ＜ E ≦ 1 1.3×1024 

1.25 1 ＜ E ≦ 1.5 5.0×1023 

1.75 1.5 ＜ E ≦ 2 1.2×1023 

2.25 2 ＜ E ≦ 2.5 7.2×1022 

2.75 2.5 ＜ E ≦ 3 5.8×1021 

3.5 3 ＜ E ≦ 4 5.8×1020 

5 4 ＜ E ≦ 6 1.1×1020 

7 6 ＜ E ≦ 8 2.6×1013 

9.5 8 ＜ E 4.0×1012 
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第６表 中央制御室換気設備条件 

評 価 条 件 使 用 値 選 定 理 由 審査ガイドでの記載 

中央制御室換気設備 

運転モード 

事故後 34 時間まで： 

事故時再循環モード 

事故後 34 時間以降： 

事故時外気取入モード 

プルーム通過時は、事故時運転モー

ドに移行する。ただし、事故後 24 時

間から 25 時間は、緊急時対策所内を

ボンベ加圧し、プルームが通過する

事故後 34 時間以降は、外気取入を行

う 

４．４（３）ａ．緊急時制御室又は

緊急時対策所の非常用換気空調設備

は、非常用電源によって作動すると

仮定する。 

中央制御室非常用循環

設備よう素フィルタに

よる除去効率 

95％ 

設計上期待できる値を設定 

試験による確認値であり、事故期間

中担保できる除去効率であるため、

設計値を評価条件として設定 

４．２（１）ａ．ヨウ素類及びエア

ロゾルのフィルタ効率は、使用条件

での設計値を基に設定する。 

なお、フィルタ効率の設定に際し、

ヨウ素類の性状を考慮する。 

中央制御室非常用循環

設備微粒子フィルタに

よる除去効率 

99％ 

設計上期待できる値を設定 

試験による確認値であり、事故期間

中担保できる除去効率であるため、

設計値を評価条件として設定 

同上 

中央制御室の 

空気流入率 
0.6 回／h 

空気流入率測定試験結果を基に余裕

を見込んだ値として設定 

 

４．２（１）ｂ．既設の場合では、

空気流入率は、空気流入率測定試験

結果を基に設定する。 
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第７表 緊急時対策所における緊急時対策条件 

評 価 条 件 使 用 値 選 定 理 由 審査ガイドでの記載 

可搬型空気浄化装置 

フィルタ効率 

有機よう素：95％ 

無機よう素：99％ 

エアロゾル：99％ 

設計上期待できる値を設定 
可搬型空気浄化装置のフィルタ効率

について、記載なし。 

マスクによる除染係数 50 

正しく着用した場合に性能上期待で

きる値を設定 

マスクメーカの防護係数確認結果、

事故由来廃棄物等処分業務特別テキ

スト（厚生労働省）及び JIS 規格か

ら設定 

マスクの除染係数について、記載な

し。 

安定ヨウ素剤 考慮しない 

居住環境上の被ばく低減措置を優先

し、それらにより基準以下となる場

合は、評価における服用を考慮しな

いこととした 

３. 交代要員体制、安定ヨウ素剤の服

用、仮設設備等を考慮してもよい 

交替要員の考慮 考慮しない 

高線量率となるプルーム通過中は交

替しない。 

プルーム通過後は、予め計画するよ

りも防災時の避難の考え方と同様

に、実汚染状況に応じた放射線管理

を伴い交替を行うのが現実的なた

め、本評価においては交替時の被ば

くを考慮しない 

同上 
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第８表 線量換算係数、呼吸率及び地表への沈着速度の条件 

評 価 条 件 使 用 値 選 定 理 由 審査ガイドでの記載 

線量換算係数 

成人実効線量換算係数を使用 

（主な核種を以下に示す） 

I-131：2.0×10－8 Sv/Bq 

I-132：3.1×10－10 Sv/Bq 

I-133：4.0×10－9 Sv/Bq 

I-134：1.5×10－10 Sv/Bq 

I-135：9.2×10－10 Sv/Bq 

Cs-134：2.0×10－8 Sv/Bq 

Cs-136：2.8×10－9 Sv/Bq 

Cs-137：3.9×10－8 Sv/Bq 

上記以外の核種は ICRP Pub.71 等に

基づく 

ICRP Publication 71 等に基づく 線量換算係数について、記載なし。 

呼吸率 1.2m3/h 
成人活動時の呼吸率を設定 

ICRP Publication 71 に基づく 
呼吸率について、記載なし。 

地表への沈着速度 1.2cm/s 

線量目標値評価指針を参考に、湿性

沈着を考慮して乾性沈着速度

（0.3cm/s）の 4 倍を設定 

乾性沈着速度は NUREG/CR-4551 

Vol.2＊１より設定 

４．２（２）ｄ．放射性物質の地表

面への沈着評価では、地表面への乾

性沈着及び降雤による湿性沈着を考

慮して地表面沈着濃度を計算する。 

＊１：米国 NUREG/CR-4551 Vol.2 “Evaluation of Severe Accident Risks: Quantification of Major Input Parameters” 
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2-5 高燃焼度燃料及び MOX燃料に対する NUREG-1465の適用性について 

  

米国において、NUREG-1465のソースターム（以下、「更新ソースターム」とい

う）を高燃焼度燃料及び MOX燃料に適用する場合の課題に関し、1999年に第 461

回 ACRS(Advisory Committee on Reactor Safeguards)全体会議において議論が

なされている。そこでは、ACRS から、高燃焼度燃料及び MOX 燃料への適用につ

いて判断するためには解析ツールの改良及び実験データの収集が必要とコメン

トがなされている。これに対し、NRCスタッフは、実質的にソースタームへの影

響はないと考えられると説明している。 

 

その後、各放出フェーズの継続時間及び各核種グループの放出割合に与える

影響等について専門家パネルでの議論が行われており、その結果が ERI/NRC 

02-202(2002 年 11 月)(1)にまとめられ公開されている。ERI/NRC 02-202(2002 年

11 月)は、米国にて NUREG-1465 のソースタームの高燃焼度燃料及び MOX 燃料へ

の適用性に関し、各放出フェーズの継続時間及び各核種グループの放出割合に

与える影響等について専門家パネルでの議論が行われた結果をまとめ、公開さ

れているものである。この議論の結果として、以下に示す通り、解決すべき懸

案事項が挙げられているものの、高燃焼度燃料及び MOX 燃料に対しても更新ソ

ースタームの適用について否定されているものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

議論された高燃焼度燃料は、燃料集合体の最大燃焼度 75 GWd/t、炉心の平均燃

焼度 50 GWd/tを対象としている。 

 専門家パネルの議論の結論として示された、各フェーズの継続時間及び格納

容器内への放出割合について、添付資料の第 2-2表及び第 2-3表に示す（ERI/NRC 

02-202 Table 3.1 及び Table 3.12）。表のカッコ内の数値は、NUREG-1465 の値

を示している。また、複数の数値が同一の欄に併記されているのは、パネル内

で単一の数値が合意されなかった場合における各専門家の推奨値である。 

各フェーズの継続時間及び、被ばくへの寄与が相対的に大きい希ガス、ハロ

ゲン、アルカリ金属のグループの放出割合については、NUREG-1465 の数値とお

おむね同程度とされている。その他の核種グループについては、NUREG-1465 の

数値より大きな放出割合が提示されているケースもあるものの、これらの違い

は燃焼度とは無関係の不確定性によるものであることから、低燃焼度燃料と同

じ値が適用できるとされている。 

 

（ERI/NRC 02-202 第４章） 



 

94 

 

以上の議論の結果として、ERI/NRC 02-202 では、引用した英文のとおり高燃

焼度燃料に対しても NUREG-1465のソースタームを適用できると結論付けている。 

 なお、米国の規制基準である Regulatory Guide の 1.183 においては、

NUREG-1465 記載の放出割合を燃料棒で最大 62GWd/t までの燃焼度の燃料まで適

用できるものと定められている。 

 

 

 
 

その後も更新ソースタームを高燃焼度燃料や MOX 燃料に適用する場合の課題

に対して検討が行われており、2011 年 1 月には、サンディア国立研究所から報

告書（SAND2011-0128(2)）が出されている。 

希ガスやハロゲンといった被ばく評価に大きく寄与する核種グループについ

て、高燃焼度燃料及び MOX 燃料の放出割合は、第 2-4 表及び第 2-5 表に示すと

おり、低燃焼度燃料のそれと著しく異なるものではないことが示されている。

このことから、現段階においては、NUREG-1465 の高燃焼度燃料や MOX 燃料の適

用について否定されるものではないと考える。第 2-1 表にそれらのデータを整

理した。 

 

第 2-1 表 全放出期間での格納容器への放出割合の整理 

 NUREG-1465 

ERI/NRC 

02-202 

(高燃焼度燃

料)※ 

ERI/NRC 

02-202 

(MOX燃料) ※ 

SAND 

2011-0128 

(高燃焼度燃

料) 

SAND 

2011-0128 

(MOX燃料) 

希ガス 1.0 1.0 1.0 0.97 0.96 

よう素 0.75 0.85 0.82 0.60 0.62 

セシウム 0.75 0.75 0.75 0.31 0.55 

※ 複数の値が提示されているため、平均値を使用した。 

 

 以上のように、解決すべき懸案事項があるものの、現在の知見では、高燃焼

度燃料及び MOX 燃料に対しても更新ソースタームを否定されているものではな

いことが Regulatory Guide 1.183、ERI/NRC 02-202及び Sandia Report に示さ
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れている。 

 泊３号炉の燃料集合体の最高燃焼度は、ウラン燃料で 55GWd/t、MOX 燃料で

45GWd/t であることから、ERI/NRC 02-202 における適用範囲、燃料集合体の最

高燃焼度 75 GWd/t 及び Sandia Report の適用範囲、燃料集合体最高燃焼度

59GWd/tと比較し適用の範囲内にある。また、泊３号炉の燃料棒最高燃焼度はウ

ラン燃料で 61GWd/t、MOX 燃料で 53GWd/t であり、R.G.1.183 に示される適用範

囲、燃料棒最高燃焼度 62GWd/t の範囲内にある。このため、泊３号炉に対し、

使用を否定されていない更新ソースタームの適用は可能と判断される。 

ERI/NRC 02-202 に示された放出割合の数値については、専門家の意見も分か

れていること、Sandia Report記載の数値についても、MOX燃料については単一

の格納容器の型式を対象とした解析にとどまっており、米国 NRC にオーソライ

ズされたものではないこと、を考慮し、今回の評価においては、審査ガイドに

も記載されている NUREG-1465 の数値を用いることが適切であると考えられる。 
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第 2-2表 ERI/NRC 02-202における格納容器への放出（高燃焼度燃料） 

 

 
 

第 2-3表 ERI/NRC 02-202における格納容器への放出（MOX燃料） 

 

（添付資料） 
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第2-4表 SAND2011-0128における格納容器への放出（高燃焼度燃料） 

 
 

第2-5表 SAND2011-0128における格納容器への放出（MOX燃料） 

 
 

 

 

(1) ACCIDENT SOURCE TERMS FOR LIGHT-WATER NUCLEAR POWER PLANTS: HIGH BURNUP 

AND MIXED OXIDE FUELS,ERI/NRC 02-202,Energy Research Inc,2002 

 

(2) D. A. Powers, M.T. Leonard, R. O. Gauntt, R. Y. Lee, M. Salay, Accident 

Source Terms for Light-Water Nuclear Power Plants Using High-Burnup or MOX 

Fuel, SAND2011-0128, 2011 

 



 

98 

 

2-6 中央制御室の空気流入率について 

 

 

緊急時対策所は、事故発生２５時間後から可搬型空気浄化装置によって中央制御室の空

気を取り入れ加圧することで、緊急時対策所内を微過圧し、緊急時対策所へのフィルタを

通らない空気流入率を０としている。 

このため、可搬型空気浄化装置運転時の中央制御室隣接区画から中央制御室への空気流

入率は以下のとおり設定している。 

 

１．中央制御室の空気流入率算出式 

中央制御室の空気流入率（I） 

＝ 緊急時対策所の可搬型空気浄化装置停止時の空気流入率（I0） 

＋可搬型空気浄化装置風量（Q） 

ここで、可搬型空気浄化装置停止時の空気流入率（I0）は JEAC4622-2009（原子力

発電所中央制御室運転員の事故時被ばくに関する規程）の中央制御室居住性検討時の

空気流入率試験の結果を用いている。なお、評価上保守的に緊急時対策所の排気は中

央制御室以外に排気するものとし、中央制御室隣接区画からの空気流入量を増加させ

る。 

 

２．中央制御室への空気流入イメージ 

 

       可搬型空気浄化装置停止時       可搬型空気浄化装置運転時 

         （JEAC4622 評価）          （今回評価） 

 

 

    I0                            I=I0+Q 

                                    Q 

                                      

 

 

 

３．中央制御室の空気流入率算出パラメータ、算出結果 

パラメータ 値 

可搬型空気浄化装置停止時

の空気流入率（I0） 
・0.07 回/h（①）        【試験結果】 

可搬型空気浄化装置風量（Q） ・0.3261 回/h（②）       【設計風量から算出】 

空気流入率（I） 
・①＋②≒0.4 回/h      【算出結果】 

・上記結果に余裕をみて 0.6 回/h に設定 

 

中央制御室 

 

緊急時対策所 

中央制御室 

緊急時対策所 
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添付－１ 中央制御室の空気流入率の保守性について 

 

 

添付図１に中央制御室への空気流入率の考え方を、緊急時対策所の空気が中央制御室外

に流出する場合と中央制御室に流出する場合について示す。 

 中央制御室に流出する場合については、緊急時対策所から中央制御室への流出量を q と

すると、通路部からの流入量 I’はその分減尐する。 

 緊急時対策所内の雰囲気は、放射性物質が存在する通路部の雰囲気が中央制御室内に流

入し中央制御室非常用循環系で処理したものを更に可搬型空気浄化装置で処理したもので

あることから、通路部の放射性物質濃度よりも低くなる。 

 そのため、評価上は緊急時対策所の雰囲気を中央制御室外に流出させるものとし、通路

部の流入量を多めに見込むことで保守的な仮定としている。 

 なお、事故後 34hr 以降の中央制御室への外気取り入れ時も同じ空気流入率が続くものと

して評価している。 

 

      

  通路部                   通路部 

 

 

 

 

 

 

（事故発生 25 時間～34 時間の状況）    （事故発生 25 時間～34 時間の状況） 

 

 

通路部                   通路部 

 

 

 

 

 

 

（事故発生 34 時間以降の状況）        （事故発生 34 時間以降の状況） 

 

【中央制御室外に流出する場合(被ばく評価上)】   【中央制御室に流出する場合(実運用上)】 

 

添付図１ 中央制御室への空気流入率の考え方 

I’=I0+Q‐q 

中央制御室 

緊急時対策所 

Q 
I=I0+Q 

q 

中央制御室 

緊急時対策所 

Q 

I0 I0 

q 

I’=I0+Q‐q 

中央制御室 

緊急時対策所 

Q 
I=I0+Q 

q 

中央制御室 

緊急時対策所 

Q 

I0＋P 

q 

P(外気流入量) 

I0＋P 

P(外気流入量) 
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2-7 地表面への沈着評価について 

 

 

 

 緊急時対策所の被ばく評価においては、「実用発電用原子炉に係る重大事故の

制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド」に従

い地表面への沈着を評価する際、地表面への乾性沈着及び降雤による湿性沈着

を考慮して地表面沈着濃度を評価している。このとき、湿性沈着を考慮した地

表面沈着量は乾性沈着の４倍と設定しているが、これは「発電用軽水型原子炉

施設周辺の線量目標値に対する評価指針（昭和 51 年 9 月 28 日 原子力委員会決

定、一部改訂 平成 13 年 3 月 29 日）」（以下、「評価指針」という）における解

説において、葉菜上の放射性よう素の沈着率を考慮する際に、降水時における

沈着率は乾燥時の 2～3 倍大きい値となると示されていることを踏まえ、降水時

における沈着率を乾燥時の 3 倍と設定したことによる。以下に今回、湿性沈着

を考慮した地表面沈着量を乾性沈着の 4倍として設定した妥当性について示す。 

 

１．乾性沈着率と湿性沈着率の算定方法について 

（１）乾性沈着率 

ある核種 i の乾性沈着率（単位時間あたりの沈着量）は評価指針の式と同様

に以下の式で表される。 

 igddi VD   ··············································································· (1) 

   Ddi ：核種 i の乾性沈着率 [Bq/(m2・s)] 

 Vgd ：沈着速度[m/s] 

 χi ：核種 i の平均地表空気中濃度[Bq/m3] 

  = (χi/Q)×Q 

 (χi/Q) ：相対濃度 [s/m3]：鉛直方向の軸上濃度分布 

 Q ：単位時間当たりの放出量 [Bq/s]：総放出量を実効放出継続時

間で割った値 

 

（２）湿性沈着率 

ある核種 i の湿性沈着率は評価指針に降水時の沈着量評価の参考資料として

挙げられている Chamberlain の研究報告*より以下の式で表される。 

 

 dzzD iri 



0

)(  ······································································· (2) 

 Dri ：核種 i の湿性沈着率[Bq/(m2・s)] 

 Λ ：洗浄係数[s-1] 

  χi(z)   ：鉛直方向の濃度分布[Bq/m3] 
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 ここで、χi(z)が正規分布をとると仮定すると、 

 zD iri   20  ··································································· (3) 

 Σz ：鉛直拡散幅[m] 

 χi0 ：χi(z)ピーク値 [Bq/m3] 

 

 

* Chamberlain, A.C. : Aspects of Travel and Deposition of Aerosol and Vapour 

Cloud, AERE HP/R1261 (1955) 

 

 

２．地表沈着量の算定方法について 

 １．で求めた沈着率を基に、地表沈着量を求める。ここでは放射性崩壊によ

る減尐効果については式に含んでいないが、別途考慮している。また、放出源

からの放出が継続する時間と沈着を考慮する時間は同じとしている。 

 

 ridii AKAA   ········································································· (4) 

  zQQKQQV

DKDtA

gd

ridii





 2)/()/(

)(
 ·································· (5) 

 Ai ：核種 i の地表沈着量[Bq/m2] 

 Adi ：無降水期間中の核種 i の地表（乾性）沈着量[Bq/m2] 

 Ari ：降水期間中の核種 i の地表（湿性）沈着量[Bq/m2] 

 K ：降水期間割合[－] 

 

 

３．地表面濃度評価時の地表沈着率 

（５）式から地表面濃度の評価を実施する。ここで、地表面沈着率は年間を

通じて 1 時間ごとの気象条件に対して、（１）式及び（３）式から各時間での沈

着率を算出する。 

その結果、降雤を考慮した 1 年間の地表面沈着率の 97％積算値と、降雤を考

慮しない場合のχ/Q 97％積算値を想定した乾性沈着率との比は（６）式より 1.0

であった。 
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Ddi＋Dri   1/t×(Vgd・(χ/Q)・Q＋Λ・(χ/Q)・Q・√2π・Σz) 

     ＝  

Ddi                       1/t×(Vgd・(χ/Q)・Q) 

 

    ＝ １＋ Λ・√2π・Σz／Vgd ･･････････････････････････････････(6) 

 

比が 1.0 となった理由としては、着目方位に風が吹く時間と、降水が発生する

時間が年間 18 時間しかなかったため、97%積算値の洗浄係数Λが０となり地表

面沈着率の 97％積算値は乾性沈着によって決まっているためである。 

 

 以上より、湿性沈着を考慮した沈着率は、χ/Q 97％積算値を使用した場合の

乾性沈着率に比べ、指針の記載である 4 倍を下回る結果が得られたことから、

今回の評価において湿性沈着を考慮した沈着量を乾性沈着の 4 倍とすることは

保守的な評価であると考えられる。 

 なお、評価においては(5)式に示す乾性沈着の沈着量において 4 倍の沈着速度

（Vgd）を設定することで 4 倍の沈着量を評価した。 
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添付１ 湿性沈着の考慮について 

 

 

緊急時対策所周辺における地表面への沈着量は、気象条件として相対濃度（χ/Q）及び

降雤量を考慮して評価している。ここで、相対濃度としては、97 %積算値を使用し、また、

沈着速度は乾性の沈着速度の 4 倍の値としている。これは、審査ガイドに記載されている

とおり、湿性沈着を考慮した沈着濃度とするためである。一方、相対濃度を 97％積算値と

して、さらに年間の最も厳しい降雤量の沈着速度を設定することは、気象条件を基に降雤

を適正に考慮した沈着量とはならない。具体的には、最大の降雤強度の時間においては、

風向は見込み方位ではないため、沈着量は 0 となるにもかかわらず、相対濃度として 97％

積算値を用いて沈着量を設定することとなり、不適切である。なお、今回評価に用いた 1997

年度の気象データによると、1時間の最大雤量は全方位で22mm/h及び該当方位で5.5mm/h

であり、χ/Q 97％積算値が得られた時刻では降雤はなかった。 

 

そこで、本評価では、沈着速度を乾性沈着の４倍とすることの妥当性確認として、前述

のとおりχ/Q 97％積算値が得られた時刻では降雤はなかったが、保守的な想定として更に

年間 97%積算値の降雤量があったものと仮定し、緊急時対策所周辺における降雤時の「単

位放出率当たりの地表面沈着量」（以下、地表面沈着率とする）を評価した（表１参照）。

その結果、降雤を考慮した場合の地表面沈着率は、降雤を考慮しない場合のχ/Q 97％積算

値を想定した乾性地表面沈着率の約 3.4 倍であったことから、湿性沈着を考慮した沈着量を

乾性沈着の 4 倍とすることは保守的な評価であると判断した。 

 

表１ 緊急時対策所における湿性沈着量評価 

χ/Q(s/m3) 約 2.1×10－5 

97%積算値降雤量（mm/h） 1.0 

地表面沈着率(1/m2) 
乾性沈着① 約 6.4×10－8 

湿性沈着② 約 1.5×10－7 

降雤時と非降雤時の比（①＋②）／① 約 3.4 

 

 なお、着目方位に風が吹く時間と、降水が発生する時間である年間１８時間の平均降雤

量で緊急時対策所周辺における降雤時の地表面沈着率を評価した結果は、表２のとおりで

あり、降雤を考慮した場合の地表面沈着率は、降雤を考慮しない場合のχ/Q 97％積算値を

想定した乾性地表面沈着率の約 1.3 倍である。 

 

表２ 緊急時対策所における湿性沈着量評価 

χ/Q(s/m3) 約 2.1×10－5 

18 時間の平均降雤量（mm/h） 0.08 

地表面沈着率(1/m2) 
乾性沈着① 約 6.4×10－8 

湿性沈着② 約 2.1×10－8 

降雤時と非降雤時の比（①＋②）／① 約 1.3 
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2-8 希ガス放出継続時間について 

 

 

 

  「実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ば

く評価に関する審査ガイド」（以下、「審査ガイド」という。）では、放射性物質の大気中

への放出継続時間は、保守的な結果となるように１０時間と仮定すると定めているが、次

頁以降に示す米国のＮＵＲＥＧの規定及び米国サンディアで行われたＮＵＰＥＣのＰＣ

ＣＶ破壊試験結果を参考に、適切な放射線防護措置を実施するため、希ガスの放出継続時

間については１時間とする。 

  なお、放射性物質の挙動条件となる想定する格納容器破損状態は次のとおり、過圧破

損とする。 

【想定する格納容器破損状態】 

審査ガイドでは、東京電力福島第一原子力発電所での事故相当のソースタームで地上

放出を想定することとなっている。 

仮に、格納容器の破損を貫通部破損とした場合は、放射性物質は貫通部からアニュラ

ス部へ漏えいし、アニュラス空気浄化系を経由して排気筒から環境へ放出されることと

なるため、アニュラス空気浄化系の効果により、放出放射能量の低減が期待できる。 

従って、保守的な評価を行うためには、アニュラス部と接していない格納容器の壁面

における大規模な破壊（過圧破損）が生じ、アニュラス空気浄化系の効果が期待できな

いと仮定することが適当である。 
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 １．ＮＵＲＥＧで定める格納容器からの放出時間 

米国の原子力規制委員会で発行している緊急時対応技術マニュアル（NUREG／

BR-0150 Vol.1, Rev.4 RTM-96 Response Technical Manual）では、表－１および図

－１のとおり、格納容器の「壊滅的破損」を想定した場合の核分裂生成物の放出時間

を約１時間と定めている。 

 

表－１ 放出率の設定 
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図－１ ＰＷＲ乾式格納容器放出経路の概略図（RTM-96 和訳版）
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２．ＮＵＰＥＣのＰＣＣＶ破壊試験から想定される格納容器からの希ガス放出時間 

ＮＵＰＥＣの格納容器信頼性実証試験におけるＰＣＣＶ破壊試験では、設計内圧の約

3.3倍まで格納容器内を加圧した場合、850％／dayのガスの漏えい量が観測されており、

このように格納容器が過圧破損した場合は非常に速い速度で希ガスが放出されることが

考えられる（図－２参照）。 

なお、この 850％／day の漏えい率は試験設備の限界（供給ガス量の速度の限界）によ

り、これ以上の加圧ができなくなった時点での放出率であり、実際にはより多くの漏え

い率となるものと想定される。 

 

 

図－２ ＰＣＣＶ構造挙動試験時における内圧及びガス温度時系列変化 

（「重要構造物安全評価（原子炉格納容器信頼性実施事業）に関する総括報告書 平成 15

年３月 財団法人 原子力発電技術機構」より） 

 

上記試験は PCCV をモデルとして試験が実施されているものであるが、鋼製 CV にお

いても傾向は同様である。鋼製 CV においても内圧が上がるにつれて漏えい率は増加して

いくため、CV が過圧破損する場合は、鋼製 CV においても非常に速い放出速度になると

考えられる。
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2-9 希ガス放出継続時間の妥当性について 

 

 

●想定する格納容器破損状態 

  審査ガイドでは、東京電力福島第一原子力発電所での事故相当のソースタ

ームで「地上放出」を想定することとなっている。仮に、格納容器の破損を

貫通部とした場合は、放射性物質は貫通部からアニュラス部へ漏えいし、高

所から環境へ放出されることとなるため、線量の低減が期待できる。従って、

保守的な評価を行うためには、格納容器における大規模な破壊が生じ、アニ

ュラス空気浄化系の効果が期待できないと仮定することが適当であると判断

して評価した。このため、格納容器が壊滅的に破損する過圧破損を想定した

もの。 

 

●格納容器の壊滅的破損時の希ガスの放出時間については以下のエビデンスか

ら１時間を想定したもの。 

・米国原子力規制委員会 緊急時対応技術マニュアル (NUREG/BR-0150 

Vol.1,Rev.4 RTM-96 Response Technical Manual) 

・NUPEC の PCCV 破壊試験結果 

 

●実効放出継続時間を１時間とした場合には、放出時間が短い方が短半減期核

種の減衰を考慮できないため、加圧なしの状態であれば被ばく評価上１時間放

出が最も厳しくなる。 

 

●泊発電所の気象データから移動１０時間による風向のサーベイを行い、１０

時間の間で着目方位に何時間風が吹くかを調査した結果、最大で５時間であり、

１０時間の継続は確認されなかった。 

 

 

以上より、希ガスによる被ばく評価は、放出時間を１時間として実施するこ

とが妥当と判断したもの。 
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【設備の余裕】 

●１、２号機中央制御室に隣接して設置する緊急時対策所の加圧可能時間は、

外気を－19℃とし、許容 CO2 濃度を 1.5%として管理する場合には 7.2 時間

程度になると評価される。 

 

●体積の大きい原子炉補助建屋の中に設置される緊急時対策所は、建屋内拡

散を考慮すると、更に線量は低減する。建屋内拡散は希ガスに対し 1/100 の

低減効果をもたらすことから、上記加圧時間における実効線量は下表のとお

り、100mSv 以下となる。 

    

被ばく経路 
実効線量(mSv) 

マスク有 マスク無 

室

内

作

業

時 

①原子炉建屋内の放射性

物質からのガンマ線によ

る被ばく 

約 1.6×10－2 約 1.6×10－2 

②大気中へ放出された放

射性物質のガンマ線によ

る被ばく 

約 1.6×10－４ 約 1.6×10－４ 

③外気から緊急時対策所

内へ取り込まれた放射性

物質による被ばく 

約 1.9×10－１ 約 1.4×10０ 

④大気中へ放出され、地表

面に沈着した放射性物質

のガンマ線による被ばく 

約 3.8×10－３ 約 3.8×10－３ 

合計 

(①＋②＋③＋④) 
約 2.1×10－１ 約 1.4×10０ 

【評価条件】 

 １．緊急時対策所加圧時間：7 時間（評価上の加圧時間） 

 ２．希ガス及びよう素等放出時間：10 時間 

 ３．実効放出継続時間：1 時間 

 ４．建屋内拡散：考慮 

 

 



 

110 

 

2-10 気象条件の代表性の検討について 

 

 

 敷地において観測した 1997 年 1 月から 1997 年 12 月までの 1 年間の気象資料を用いて

居住性評価を行うに当たり、観測を行った 1 年間の気象状態が長期間の気象状態と比較し

て特に異常でないかどうかの検討を行った結果、特に異常でないことを確認した。以下に

検定方法、検定結果を示す。 

  

(1) 検定方法 

a．検定に用いた観測結果 

1997 年１年間の排気筒風（標高 84m）及び地上風（標高 20m）の観測項目につい

て、10 年間(2003 年～2012 年 12 月)の資料により検討を行った。 

  b.観測項目 

    排気筒風及び地上風ともに以下の観測項目について検定を実施した。 

    (a)風向出現頻度（１６方位） 

    (b)風速階級（１１階級） 

  c. 統計期間 

統計年：2003 年 1 月～2012 年 12 月 

検定年：1997 年 1 月～1997 年 12 月 

  d．検定方法 

検定法は、不良標本の棄却検定に関するＦ分布検定の手順に従った。 

 

(2) 検定結果 

排気筒風の棄却検定表を表１及び表２に、地上風の棄却検定表を表３及び表４に示す。

有意水準５％で棄却された項目は以下のとおり。 

  【排気筒風】 

以下の３項目について棄却された。 

   ・風向 N（１項目） 

・風速階級 0.0～0.4m/s、0.5～1.4m/s（２項目） 

  【地上風】 

   棄却された項目は無い。 

排気筒風は過去の安全審査において代表性が損なわれないと判断された、棄却項目数

が１～３項目の範囲に入っている。また、居住性評価に用いた地上風については、棄却

された項目は無い。これは居住性評価に使用した観測結果の気象の状態が長期間の気象

の状態と比較して特に異常でないことを示しており、この期間の気象資料を用いて居住

性解析を行うことは妥当であることを示している。 

 

 

添付資料：異常年検定結果 
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添付資料（１／２） 

 

 

 

 

 

表
１
 
排
気
筒
風
の
棄
却
検
定
表
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風
向
）

 

表
２
 
排
気
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風
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却
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（
風
速
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添付資料（２／２） 

 

 

 

 

 

表
３
 
地
上
風
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却
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風
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表
４
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2-11 建屋内拡散について 

 

１．建屋内拡散の考え方 

格納容器過圧破損のような大規模な放射性物質の放出があった場合、放射性物質はプル

ームとして各建屋が存在する構内を移行する。 

中央制御室及び緊急時対策所が設置される泊発電所１，２号機原子炉補助建屋は、空間

的には、図１のとおり約 18.6 万㎥の空間の中に約 1100 ㎥の緊急時対策所がある配置とな

っている。 

事故時には、中央制御室空調は非常用循環モードに移行し、外気取り入れを遮断する。 

外気は、建屋上の閉止されたドアを通じ、建屋内の複数の区画を経由して中央制御室へ

移流拡散する。 

 

２．評価モデル 

図２の区画イメージ及び図３の評価モデルに示すように、建屋内が複数の区画に区分さ

れ、その区画間を単位面積当たりの漏えい量 q’（m3/s/m2）によって放射性物質を含む気体

が拡散するものとする。また区画内では瞬時に一様に拡散するものとする。漏えい量 qは、

隣接区画間の空気の交換量でもあり、隣接区間の空気の一部が入れ替わると想定するもの

である。本来は、侵入してきた放射性物質を含む気体が時間の経過とともに区画内を徐々

に拡散して均一濃度になる（一様拡散する）と考えるのが妥当であるが、ここでは区画内

で瞬時に拡散するものとして、時間的には保守的な拡散を仮定する。 

 

 

 

 
  

  

約109m 

約59m 

プルーム 

ドア 

図１  建屋内拡散のイメージ 

約29m 

中央制御室（約 4600m3） 

緊急時対策所（約 1100m3） 

原子炉補助建屋(約 186,000m3) 

ドア 
ドア 
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図２ 建屋内拡散の計算イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 評価モデル 

 

 

 

 

A-A’断面： 

iji qCqCQ   ･･････（1） 

Δ iQ ：放射性物質の変化量（Bq） 

iC ， jC ：区画 i，j の濃度（Bq/m3） 

Sqq  '  

q ：区画間の空気交換量（m3/s） 

'q ：区画間の単位面積当たりの漏えい量（m3/s/m2） 

S ：A-A’断面の面積（m2） 

A 

A’ 

【EL 17.3m】 

 

外気→ドア→

階段で流入 各区画同士の接触

面積に応じて空気

を交換 

【EL 21.3m】 

（中 2 階） 

 

緊急時対策所 

階段 階段 

階
段 

・ ・ 
Ci Cj 

q q 

面積 S 
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３．評価条件 

a. 区画内の拡散 

 区画内に流入した放射性物質は保守的に瞬時に均一に拡散する（均一濃度となる）と

した。 

 

b. 流出入の経路 

外気から建物への放射性物質を含む空気の侵入経路については、図２のとおり、屋上

から中央制御室と同じ階まで通じる階段部分を１つの区画として、外気に通じるドアか

ら外気の放射性物質が侵入するものとした。 

 

c．各区画の流量 

中央制御室については、リーク試験及び換気設備の風量からトータルの換気率（0.6回

/hr）を設定し、換気率を中央制御室の側面積で除することで単位面積当たりの流量 q’

を求め、各区画の流出入の流量 qは各区画同士が接する側面積に応じて計算した。 

外気からの流入もドア面積と単位面積当たりの流量に応じた流量で放射性物質が流入

する。緊急時対策所の区画については、アウトリークとなるため、周辺区画とのやり取

りはないものとした。 

 

d．中央制御室外気取り入れ 

  事故後 34時間後からは、中央制御室の外気取り入れを実施し、外気取り入れ流量に応

じた外気との空気の交換がなされるとした。 

 

e．計算対象の区画 

保守的に区画体積を小さくするため、計算には原子炉補助建屋の区画のみを対象とし、

原子炉補助建屋に隣接するタービン建屋等との流出入は考慮していない。 

 

f．評価対象濃度 

  原子炉補助建屋内における中央制御室の隣接区画の平均濃度から、その時間積分値を

算出し、外気濃度の時間積分値に対する比率（低減率）を求めた。なお、中央制御室の

隣接区画の放射能濃度は、放射性崩壊による減衰を考慮した。 

 

 

条件設定の考え方を表１に示す。 
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表１ 評価条件設定の考え方 

 実際の振る舞い／実運用 評価上の取り扱い 

拡散時間 外気から徐々に拡散 

中央制御室近傍へ短期間に到達し、

時間積分の放射能濃度を多めに見

込むため、区画内は瞬時に拡散する

ものとしている。 

拡散対象 
流入する原子炉補助建屋以外

の建屋にも拡散 

評価上拡散体積を小さく見込むた

め中央制御室がある原子炉補助建

屋のみとする。 

中央制御室への空

気流入量 

緊急時対策所の排気は中央制

御室へ排気する 

緊急時対策所の排気は中央制御室

以外へ排気するものとし、放射能濃

度が高い中央制御室隣接区画から

中央制御室への空気流入量を多め

に見込む。本条件は事故後 34 時間

以降の外気取り入れ時も継続。 
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４．評価結果 

希ガスの結果を図４に、よう素についての結果を図５に示す。 

 

 

 

図４ 外気濃度及び中央制御室隣接区画の平均濃度と時間の関係図 

（１時間放出）＜Xe-133＞ 

 

 

 

 

 

図５ 外気濃度及び中央制御室隣接区画の平均濃度と時間の関係図 

（１0時間放出）＜I-131＞ 

 

 

 

外気 

① 

② 

(1)式で求めた隣接区画の平

均濃度 

外気 

②  

② 

(1)式で求めた隣接区画の平

均濃度 
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５．結論 

表２に、外気濃度の時間積分値（図４，図５の①のハッチング部分）と、原子炉補助建

屋内における中央制御室と隣接する区画（中央制御室隣接区画）の平均濃度の時間積分値

（図４，図５の②のハッチング部分）の比率（外気濃度に対する低減率）を示す。 

これより、保守的に小さい区画を想定しても、希ガスについては約 1/100、よう素につい

ては約 1/10の低減率を見込めることがわかる。 

緊急時対策所の濃度は、外気の放射能濃度に対して、あらかじめ建屋内拡散効果の低減

率を乗じた放射能濃度を用いた。 

 

表２ 検討結果 

 Xe-133（1h放出） I-131(10h放出) 

① 外気濃度の時間積分値 2.5E+09 3.3E+07 

②中央制御室隣接区画平均濃

度の時間積分値 
2.3E+07 3.3E+05 

②／① 9.4E-03 1.0E-02 
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2-12 建屋内拡散における各区画の濃度変化について 

 

屋上ドアから中央制御室及び緊急時対策所までの各区画イメージを図１に示す。 

また、各区画の濃度計算式を添付１に、計算例を添付２にまとめた。 

外気が屋上ドアから流入し中央制御室隣接区画へ到達するまでに経由する区画数の最も

尐ない経路は、赤矢印で示すとおり、屋上（外気）→所内用水タンク室→A-A 階段→中央

制御室フロア通路となる。 

図２にこの経路における各区画の希ガス及びよう素の濃度時間変化をまとめた。 

区画が屋外（外気）から離れ中央制御室に近づくにつれて、建屋内拡散の時間遅れによ

り最大濃度が出現する時刻が遅くなり、また、事故発生 34 時間後からは外気取り入れが始

まるため最大濃度の値は小さくなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊緑色の区画は中央制御室隣接区画 

 ＊赤矢印は屋外から中央制御室隣接区画までの最短経路における外気流入の流れを示す。 

 

図 1 建屋内拡散区画イメージ図 

【1,2 号機原子炉補助建屋 EL 17.3m】 

 

階段 階段 

A-A階段 

中央制御室フロア通路 

緊急時対策所 

【1,2 号機原子炉補助建屋 EL 32.3m】 

 

屋上 

所内用水タンク室 

A-A階段 
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図 2-1 各区画の濃度時間変化（希ガス） 

 

 

図 2-2 各区画の濃度時間変化（よう素） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.00 

24.00 

34.00 

34.00 

中央制御室フロア通路 

中央制御室フロア通路 
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添付１ 建屋内拡散における各区画の濃度計算式 

 

 建屋内拡散における各区画の濃度計算は、式（1）のように区画どうしが接する面積に応

じて、計算区画と隣接区画で流出入する放射性物質の合計値を各タイムステップで算出す

る。 

 

 

 

 
dt

V

CqCq
CC

i
n

ijj
n

ij
i

n
i

n  
1

 ・・・・・・・・・・・・・(1) 

 

i
nC  ：時刻 n、区画 iの濃度（Bq/m3） 

dt  ：タイムステップ（s） 

ijq  ：区画 iと jの空気交換量（m3/s） 

ijq は区画どうしが接する面積から求める。 

ijij Aqq  0  

0q  ：中央制御室インリーク率を中央制御室側面積で割っ

た単位面積当たりの漏えい量（m3/s/m2） 

ijA  ：区画 iと jが接する面積（m2） 

iV  ：区画 iの体積（m3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付図１ 建屋内拡散計算イメージ 

 

隣接区画からの

流入 

計算区画から隣

接区画への流出 

A 

A’ 

Ci Cj 

qhi qij 

区画 i 区画 j  

 

A-A’面：区画 i と j が接する面積（m2） 

qij：区画 i とｊの空気交換量（m3/s） 

Ci：区画 i の濃度（Bq/m3） 

区画 h 

 

Cj：区画 j の濃度（Bq/m3） 
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添付２ 建屋内拡散計算例 

 

 

建屋内拡散の簡易計算例を示す。 

区画が外気から遠くなるほど拡散の時間遅れにより、濃度の立ち上がりが遅くなる。 

 

＜条件＞ 

・外気の放射能濃度は常時 1.0E-6 Bq/m3。 

・計算対象区画は区画１、区画２、区画３の３つとし、各区画の体積(V)はすべて 200m3。 

・各区画が接する面積(A)はすべて 20m2。 

・区画間の単位面積当たりの漏えい量(q0)は 7.5E-3m3/s/ m2。 

・タイムステップ(dt)は 300 秒。 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付図２ 建屋内拡散簡易計算モデル 

 

 

添付図３ 建屋内拡散簡易計算結果グラフ 

区画 1 区画２ 区画３ 

20m2 20m2 20m2 

外気 

7.5E-3 m3/s/m2  

7.5E-3 m3/s/m2  

7.5E-3 m3/s/m2  

区画４ ・・・ 

20m2 

7.5E-3 m3/s/m2 
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＜建屋内拡散における各区画の放射能濃度計算＞ 

・ｔ0(dt=300s) 

[外気濃度]   C0=1.0E-6 Bq/m3 

[区画 1 濃度] C10=0 Bq/m3 

[区画 2 濃度] C20=0 Bq/m3 

[区画 3 濃度] C30=0 Bq/m3 

・ｔ1(dt=300s) 

[外気濃度]   C1=1.0E-6 Bq/m3 

[区画 1 濃度] C11=C10+｛(C0×q0×A)+(C20×q0×A)－(C10×q0×A)×2｝/V×dt 

=2.3E-7Bq/m3 

[区画 2 濃度] C21=0 Bq/m3 

[区画 3 濃度] C31=0 Bq/m3 

・ｔ2(dt=300s) 

[外気濃度]   C2=1.0E-6 Bq/m3 

[区画 1 濃度] C12=C11+｛(C1×q0×A)+(C21×q0×A)－(C11×q0×A)×2｝/V×dt 

=3.5E-7Bq/m3  

[区画 2 濃度] C22=C21+｛(C11×q0×A)+(C31×q0×A)－(C21×q0×A)×2｝/V×dt 

=5.1E-8Bq/m3 

[区画 3 濃度] C32=0 Bq/m3 

・ｔ3(dt=300s) 

[外気濃度]   C3=1.0E-6 Bq/m3 

[区画 1 濃度] C13=C12+｛(C2×q0×A)+(C22×q0×A)－(C12×q0×A)×2｝/V×dt 

=4.3E-7Bq/m3  

[区画 2 濃度] C23=C22+｛(C12×q0×A)+(C32×q0×A)－(C22×q0×A)×2｝/V×dt 

=1.1E-7Bq/m3 

[区画 3 濃度] C33=C32+｛(C22×q0×A)+(C42×q0×A)－(C32×q0×A)×2｝/V×dt 

=1.1E-8Bq/m3 

 

添付表１ 建屋内拡散簡易計算結果 

ﾀｲﾑｽﾃｯﾌﾟ 

(dt=300s) 

放射能濃度(Bq/m3) 

外気 区画 1 区画 2 区画 3 

ｔ0 1.0 E-6 0 0 0 

ｔ1 1.0 E-6 2.3E-7 0 0 

ｔ2 1.0 E-6 3.5E-7 5.1E-8 0 

ｔ3 1.0 E-6 4.3E-7 1.1E-7 1.1E-8 
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2-13 建屋内拡散低減率を用いた中央制御室隣接区画の放射能濃度算出式 

 

 

●「2-11 建屋内拡散について」に示した建屋内拡散による放射能濃度の低減率を

用い、中央制御室隣接区画における放射能濃度を以下のとおり算出する。 

 

AI(t)=AR(t)・(χ/Q)・1.0×10－６・D 

 

AI(t) ：時刻 tにおける中央制御室隣接区画の放射能濃度(Bq/cm３) 

AR(t)  ：事故後の時刻 tにおける原子炉格納容器からの放射能放出率(Bq/s) 

    （希ガス及びよう素等放出期間中の放出率） 

(χ/Q)：中央制御室位置での屋外における相対濃度(s/m３) 

      本文「泊発電所３号機 緊急時対策所について」の「５．緊急時対策所の

居住性に係る被ばく評価について」の第２表の相対濃度 

D   ：建屋内拡散低減率（希ガス：1/100、よう素及びその他核種：1/10） 

 

 上式で算出した中央制御室隣接区画の放射能濃度(AI)の他、中央制御室への空

気流入量及び中央制御室非常用循環設備のフィルタ除去効率等を基に中央制御室内

の放射能濃度を算出し、緊急時対策所における被ばく線量を評価する。 

 

 

●吸入摂取による緊急時対策所内の対策要員の内部被ばく線量は以下の式で評 

価する。 

 

 ＨI＝ ∫T
0 Ｒ・Ｈ∞・ＣI(t) dt ＝ Ｒ・Ｈ∞∫

T
0ＣI(t) dt 

 

 ＨI ： よう素の吸入摂取による内部被ばく線量による実効線量(Sv) 

 Ｒ  ： 呼吸率(成人活動時) (m3/s) 

 Ｈ∞ ： よう素吸入摂取時の成人の実効線量への換算係数 （Sv/Bq） 

 ＣI(t)： 時刻ｔにおける中央制御室内の放射能濃度 (Bq/m3) 

              ⇒ 上記 AI(t)より求まる値。 

  Ｔ  ： 計算期間(s) 

 

ここで、上記式の下線部は、建屋内拡散を考慮しない場合は、図１の①の積分部

分になる。建屋内拡散を考慮する場合には、中央制御室の隣接区画の濃度②の積分

値が①の積分値の 1/10以下であることを踏まえ、①の濃度を１/10にした③の濃度
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を使用する。 

 

 

 

 

図１ 線量計算に用いる放射能濃度 

 

③ 

外気 

①  

② 

隣接区画の平均濃度積分値＝

①の範囲の濃度積分値の 1/10 
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2-14 建屋内拡散におけるよう素と希ガスの放射能濃度低減率の違いについて 

 

 

 

 建屋内拡散の効果による、希ガス（Xe-133 で代表）及びよう素（I-131 で代

表）の放射能濃度低減率の評価結果は表―１に示すとおり。 

 

表―１ 低減率評価結果 

 Xe-133（1 時間放出） I-131（10 時間放出） 

①外気濃度の時間積分値 2.5E＋09 3.3E＋07 

②中央制御室隣接区画平

均濃度の時間積分値 
2.3E＋07 3.3E＋05 

②／① 9.4E-03 1.0E-02 

 

 評価結果からは、希ガス及びよう素ともおよそ 1/100 の低減率を得ているが、

線量評価においては、低減率を希ガスについては 1/100、よう素については 1/10

として評価を行った。 

 これは、保守的に放射能濃度が高くなるよう区画範囲や拡散時間に余裕をみ

て評価を実施した結果においても、希ガスは 10 のマイナス３乗の範囲に収まる

ことから 1/100 としたもの。また、よう素については、希ガスと異なり、建屋

内拡散の他に、更に防護マスク及びフィルタ除去による放射線防護措置の効果

を見込むことから、過小評価とならないよう更に余裕をみて低減率 1/10 程度と

したもの。 
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2-15 マスクによる防護係数について 

 

以下の検討を踏まえ、全面マスクの防護係数として50 を使用している。 

 

（１）事故由来廃棄物等処分業務特別テキストについて 

   「事故由来廃棄物等処分業務特別テキスト」（厚生労働省 電離放射線

労働者健康対策室）によると、200 万ベクレル毎キログラムを超える事

故由来廃棄物等を取り扱う作業であって、粉じん濃度が10 ミリグラム毎

立方メートルを超える場所における作業を行う場合、漏れを考慮しても

50 の防護係数を期待できる捕集効率99.9%以上の全面型防じんマスクの

着用を義務付けているとされている。 
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（２）マスクメーカによる防護係数確認結果について 

   全面マスクを納入しているマスクメーカにおいて、ダスト用及びよう

素用全面マスクの防護係数を社内試験において確認している。 

   本試験は、ダスト用は塩化ナトリウム粒子、よう素用は放射性ヨウ化

メチルを用い、防護係数を算出したものである。 

   その結果、ダスト用は≧10,000、よう素用は≧1,200 と十分な防護係

数を有することを確認した。 

 

（３）緊急時対策所におけるマスク着用について 

   マスクの防護係数については、着用者の熟練度に依存して大きく変化

するといわれている。泊発電所では定期的に教育・訓練し、また、定期

検査作業時の着用経験があることから、マスク着用に習熟している者が

多い。また、緊急時対策所においてマスクの着用が必要となった場合は、

放射線管理の専門家がマスク着用の助勢、指導をすることから、確実な

マスクの着用がなされるものと考えられる。 

   今後とも、さらに教育・訓練を進めていき、マスク着用の熟練度を高

めていく。 
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（参考）JIS 規格について 

 

「JIS T 8150（2006）呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法」の付表２

において、ろ過式動力なし全面形の呼吸用保護具の指定防護係数は4～50 とし

ており、解説には個人が正しく着用して防護係数を測定した場合には、付表２

に示す防護係数より高い防護係数が得られる可能性が高いと記載している。 
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2-16 電離放射線障害防止規則で要求される防護係数について 

 

 

 

事故由来廃棄物等処分業務特別テキストでは、「電離放射線障害防止規則の一部を改正す

る省令の施行等について」（平成25年4月12日付け基発0412第1号 都道府県労働局長宛 厚

生労働省労働基準局長通知）（以下、「厚生労働省労働基準局長通知」という。）を遵守す

べき法令等とし、この通知の中で電離放射線障害防止規則第３８条（保護具）で規定する保

護具に対する要求事項を定めている。 

 

 

「電離放射線障害防止規則」（最終改正：平成２５年７月８日）抜粋 

第三十八条  事業者は、第二十八条の規定により明示した区域内の作業又は緊急作業

その他の作業で、第三条第三項の厚生労働大臣が定める限度を超えて汚染された空

気を吸入するおそれのあるものに労働者を従事させるときは、その汚染の程度に応

じて防じんマスク、防毒マスク、ホースマスク、酸素呼吸器等の有効な呼吸用保護

具を備え、これらをその作業に従事する労働者に使用させなければならない。  

２  労働者は、前項の作業に従事する間、同項の保護具を使用しなければならない。 

 

 

「厚生労働省労働基準局長通知」抜粋 

 

 

 

 

 




